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渋谷区住宅マスタープラン見直し経過 

（１）見直し経過 

見直しにあたっては、庁内関係各部で組織される「庁内連絡会」や「作業部会」及び

学識経験者・関係行政機関職員・地域住民等によって構成される「住宅政策協議会」、そ

の分科会的位置づけとなる「専門部会」における審議を経て見直しました。 

また、本プランは令和７（2025）年度の１ヵ年で見直しました。 

◆見直しの流れ 

 

第１章 第 1 章 
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渋谷区住宅マスタープラン（しぶや多様・快適・安心すまいプラン）資料編 

【渋谷区住宅政策協議会】 

氏名 現職等 

◎齊藤 広子 横浜市立大学 教授 

 上田 真一 NPO法人空家・空地管理センター 代表理事 

 水村 容子 東洋大学 教授 

 臼田 英司 一般社団法人リノベーション協議会 理事 

 清水 敏 第二東京弁護士会 会員 

 草野 仁 東京司法書士会 渋谷支部長 

 小林 裕門 東京都行政書士会 渋谷支部長 

 小名木 政美 東京土地家屋調査士会 渋谷支部長 

 谷  雄介 東京都宅地建物取引業協会 第八ブロック長 

 齋藤 貴之 全日本不動産協会 東京都本部 渋谷支部長 

 高階 澄人 日本建築家協会 渋谷地域会 代表 

 塚部 彰 東京都建築士事務所協会 渋谷支部長 

 松本 朝子 渋谷区社会福祉事業団 地域包括支援センター長 

 福島 幸子 渋谷区民生児童委員協議会 本町地区会長 

 齋藤 秀行 渋谷区町会連合会 副会長 

 髙橋 雅代 警視庁 渋谷警察署長 

 喜多 洋樹 東京消防庁 渋谷消防署長 

 大隈 雅英 東京都主税局 渋谷都税事務所長 

 長谷部 健 渋谷区長 
 ◎会長 

 

【渋谷区住宅政策協議会住宅マスタープラン専門部会】 

氏名 現職等 

◎水村 容子 東洋大学 教授 

 上田 真一 NPO法人空家・空地管理センター 代表理事 

 臼田 英司 一般社団法人リノベーション協議会 理事 

 南條 洋雄 日本建築家協会 渋谷地域会 役員 

 篠原 みち子 弁護士（篠原法律事務所） 

 露木 尚文 日本工業大学講師（株式会社住宅・都市問題研究所） 
 ◎部会長 
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【渋谷区住宅マスタープラン庁内連絡会】 

役名 役職 

会長 副区長 

副会長 都市整備部長 

会員 経営企画部長 
 危機管理対策部長 
 区民部長 
 産業観光文化部長 
 福祉部長 

 子ども家庭部長 

 健康推進部長 

 まちづくり推進部長 

 土木部長 

 環境政策部長 
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渋谷区住宅マスタープラン（しぶや多様・快適・安心すまいプラン）資料編 

【渋谷区住宅マスタープラン作業部会】 

役名 役職  

部会長 都市整備部 都市整備部長 

副部会長  住宅政策課長 

会員 経営企画部 経営企画課長 

  資産総合管理課長 

 危機管理対策部 防災課長 

  安全対策課長 

 区民部 地域振興課長 

 産業観光文化部 産業観光課長 

  文化振興課長 
 福祉部 地域福祉課長 
  高齢者福祉課長 
  介護保険課長 
  障がい者福祉課長 

  生活福祉課長 

  生活支援課長 

 子ども家庭部 保育課長 

  子ども青少年課長 

  子ども家庭支援センター所長 

 健康推進部 生活衛生課長 
 都市整備部 都市計画課長 
  木密・耐震整備課長 
  建築課長 

 まちづくり推進部 まちづくり課長 

  渋谷駅周辺まちづくり課長 

  渋谷駅中心五街区課長 

 土木部 企画管理課長 

  道路課長 

  公園課長 

 環境政策部 環境政策課長 

  清掃リサイクル課長 
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（２）見直し経緯 

 

【渋谷区住宅政策協議会】 

 日時 実施概要 

第１回 

令和７

（2025）年 

１１月１８日 

・渋谷区住宅マスタープラン中間見直しについて 

・その他 

第２回 １２月１６日 
・素案について 

・パブリック・コメントの実施について 

 

【渋谷区住宅政策協議会住宅マスタープラン専門部会】 

 日時 実施概要 

第１回 

令和７

（2025）年 

８月７日 

・上位・関連計画等との整合及び中間見直し追加事項検討 

・過年度の具体的取組の評価及び中間見直し事項検討 

第２回 １０月２２日 

・具体的取組・基本施策・基本方針・基本理念の見直し案 

検討 

・観測指標の見直し案検討 

第３回 １２月５日 ・素案検討 
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渋谷区住宅マスタープラン（しぶや多様・快適・安心すまいプラン）資料編 

【渋谷区住宅マスタープラン作業部会】 

 日時 実施概要 

第１回 

令和７

（2025）年 

７月１６日 

第１回 

作業部会 

・上位・関連計画等との整合及び中間見直し追加

事項検討 

・過年度の具体的取組の評価及び見直し事項検討 

第２回 ９月２９日 
第２回 

作業部会 

・具体的取組・基本施策・基本方針・基本理念の

見直し案検討 

・観測指標の見直し案検討 

第３回 １２月４日 
第３回 

作業部会 
・素案検討 

第４回 

令和８

（2026）年 

２月２７日 

第４回 

作業部会 

・パブリック・コメント実施報告について 

・今後の住宅マスタープランの運用について 

 

【渋谷区住宅マスタープラン庁内連絡会】 

 日時 実施概要 

第１回 

令和８

（2026）年 

１月８日 

庁内 

連絡会 
・素案について 

 

【パブリック・コメント】 

実施期間 概要 

令和８（2026）年 

２月２日～１６日 

・対象者 ：区民・区内事業者・法人・団体・在勤在学者 

・利害関係人 

・周知方法：区ウェブサイト・区広報誌に掲載、区役所・出張所

で紙資料にて閲覧 

・募集形態：郵送、FAX、持参、メール、LINE 

・意見数 ：20件 

 



 

7 

具
体
的
取
組
の
内
容
、
関
連
事
業 

第 

２ 

章 

具体的取組の内容、関連事業 

【基本方針１】ライフステージの変化に応じて多世代で共生できる 

多様な住まいづくり 

基本施策①  子育てや介護等、世帯状況の変化に応じた選択ができる住宅の整備 
 

１‐①‐１ 区営住宅（都営住宅移管を含む）の建替えによる複合施設化 

【資産総合管理課、住宅政策課】 
 
令和２（2020）年度までに７類型別の長寿命化計画を策定し、これらの内容を集約

して令和３（2021）年度に公共施設等総合管理計画を改定した。同改定では、今後の

公共施設等の整備における具体的な取組の一つとして「複合化による建物の有効活

用」を位置づけており、様々な区関連施設等と複合化することで住宅としての利便性

を高める。 

令和２（2020）年度、看護小規模多機能型居宅介護事務所及び認知症高齢者グルー

プホームを併設した恵比寿西二丁目複合施設竣工。(都営住宅建替え区移管) 

 

 

１‐①‐２ 区民住宅（ファミリー世帯住宅）の適切な供給及び運営 

【住宅政策課】 
 
主に中堅所得者層のファミリー世帯を対象として、居住環境の良好な賃貸住宅を供

給し適切に運営することで、区内に住み続けられるよう支援する。 

 

 

１‐①‐３ 区営住宅（地域活性化住宅）の適切な供給及び運営 

【住宅政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 区営アクティブ住宅新橋の供給及び運営 
 

ファミリー世帯等に向けて区営アクティブ住宅新橋（恵比寿１－27－10）を供給し、

入居者が町会への加入・町会活動への積極的な参加を行うことにより、地域コミュニテ

ィーの活性化を図る。 

※アクティブ住宅新橋…地域活動に参加する意欲のあるファミリーを応援するため

の住宅 

 

  

第２章 
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基本施策② 子育て世帯が区内に住み続けられる住環境の整備 
 

１‐②‐１ 子育て支援に資する住宅の諸制度の周知 

 【住宅政策課】 
 

東京都が実施する安全・安心な子育てのための工夫が凝らされた住宅を認定する「東

京こどもすくすく住宅認定制度」を広く周知する。 

「東京こどもすくすく住宅認定制度」とは、居住者の安全性や家事のしやすさなどに

配慮された住宅で、かつ、子育てを支援する施設やサービスの提供など、子育てしやす

い環境づくりのための取組を行っている優良な住宅を東京都が認定し、公表することに

より、事業者による子育て世帯に配慮した住宅の供給促進を図るとともに、民間住宅市

場における流通促進を通じて、子育て世帯が子育てに適した住環境を選択しやすい環境

づくりに寄与することを目的としている。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

東京こどもすくすく住宅認定制度の概要（東京都住宅政策本部） 

〇二次元コード 

 

 

 

１‐②‐２ 子育て世帯向けリノベーション支援（オーナー向け） 

【住宅政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 東京こどもすくすく住宅供給促進事業の周知 
 

子育て世帯が入居する住宅のオーナーへ向けたリノベーション支援策として、東京都

では令和５（2023）年度より「東京こどもすくすく住宅供給促進事業」を実施している。

同事業に基づく「東京こどもすくすく住宅認定制度」の認定住宅の供給を都内全域で推

進するため、住宅事業者等に対して、認定住宅の整備費の一部を補助している。 

子育て世帯向けリノベーション支援として、同事業を広く周知する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

東京こどもすくすく住宅供給促進事業の概要 

（東京都住宅政策本部) 

〇二次元コード 

 

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/kosodate/child-care/seido
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/jutaku_fudosan/child-care-jigyo.html
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/jutaku_fudosan/child-care-jigyo.html
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/jutaku_fudosan/child-care-jigyo.html
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/jutaku_fudosan/child-care-jigyo.html
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１‐②‐３ 三世代ファミリー同居・近居に向けた支援 

【住宅政策課】 
 

上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 近居であんしん登録制度の周知 
 

三世代ファミリー同居・近居支援のため、「近居であんしん登録制度」を広く周知す

る。 

JKK 東京＜東京都住宅供給公社＞では、親族世帯の近居を希望する世帯を対象に、公

社空き一般賃貸住宅の希望住宅の事前登録を受け付け、空き家が発生した場合に優先的

に住宅紹介をする「近居であんしん登録制度」を設けている（平成 29（2017）年４月

～）。近年の社会情勢を踏まえ、当制度の対象住宅と親族世帯の住まいの距離条件につ

いては、同一区内または半径５キロ以内である。 

渋谷区内はコーシャハイム笹塚及びコーシャハイム神宮前五丁目が対象。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

近居であんしん登録制度の概要（JKK 東京） 

〇二次元コード 

 

 

関連事業名 近居割の周知 
 

UR＜都市再生機構＞では、UR 同士の近居や UR と UR 以外の近居で世帯要件を満たし

ている場合、家賃を減額する制度である「近居割」を設けている。三世代ファミリー同

居・近居支援のため、区でも本制度を広く周知する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

近居割の概要（都市再生機構） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.to-kousya.or.jp/chintai/ouen/kinkyo/index.html
https://www.to-kousya.or.jp/chintai/ouen/kinkyo/index.html
https://www.to-kousya.or.jp/chintai/ouen/kinkyo/index.html
https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/kinkyo/
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１‐②‐４ 大規模集合住宅の子育て支援施設の設置の誘導 

【保育課、子ども家庭支援センター】 
 
関係諸制度により、大規模集合住宅に必要に応じて子育て支援施設の設置を誘導する。 

令和５（2023）年４月１日に認可の私立保育園（アソシエ神宮北参道保育園）を大規

模集合住宅内に開設した。 

 

 

１‐②‐５ 子どもが健全に成長できる家庭環境づくりに向けた交流施設の整備 

【子ども家庭支援センター、保育課、子ども青少年課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 子育て支援施設の整備 
 

地域子育て支援拠点事業として、乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設

し、子育てについての相談、情報の提供、助言、その他の援助を行っている。地域子育

て支援拠点事業としては、子育て支援センター等９か所（子育て支援センター５か所、

子育てひろば４か所）、認可保育所（私立）１園、認定こども園 10 園、こども・親子支

援センターで、乳幼児からその保護者等までを対象とした各種事業（子育てひろば、子

育て相談、子育て教室等）を展開している。 

 

 

１‐②‐６ 子育て世帯に必要な情報の提供による支援体制の充実 

【子ども家庭支援センター】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 ネウボラウェブサイトの運営 
 

最新の子育て情報を提供する手段として、渋谷区子育てネウボラの相談体制の周知の

ほか、区内の子育て支援事業や子育て世帯向けイベントの情報を発信する。 
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基本施策③ 多様な価値観をもった人々が共生・職住近接・都心居住できる 

 住宅・住環境の整備 
 

１‐③‐１ 民間と連携した多様な住宅の供給 

【住宅政策課】 
 
シェアハウスやコレクティブハウス、サービスアパートメント、ファミリー向け住宅

及びアフォーダブル住宅など様々な形態の住宅の情報を広く周知することで、民間事業

者の多様な住宅供給を促進する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

シェアハウスの運営管理ガイドブックの概要（国土交通省） 

〇二次元コード 

 

 

コラム  様々な形態の住宅 

 

住宅や住生活を取り巻く環境の変化に伴い、住まいに求められる機能は日々

変容しています。ここでは、変化に対応した様々な形態の住宅を紹介します。 
 

コレクティブハウス 

共同住宅の中に、台所や浴室、トイレなど個々の居住者専用の住宅部分を持

ちつつ、入居者が孤独に陥らないよう自然なかたちでほかの住居者と触れ合う

ことができる共同施設を兼ね備えた住宅。個人のプライバシーを保ちつつ、居

住者同士の交流による良好なコミュニティの形成を促す。 
 

サービスアパートメント 

ホテルと賃貸マンションの中間的な機能を有した住居。1 ヶ月～１年程度の

滞在が想定されており、一般的に滞在費用は割高だが、敷金や礼金などの初期

費用が不要なほか、家具が設置されていたり、清掃サービスを受けたりするこ

とができる施設も多く、料理や洗濯など、日常生活に必要な設備も整ってい

る。 
 

アフォーダブル住宅 

子育て世帯などが手ごろな家賃で入居できる住宅。住宅価格の上昇や家賃の

高止まりを受けて、子育て世帯などが安心して暮らせる住環境を整備するた

め、東京都が令和８（2026）年度以降から相場より安い家賃で入居できるア

フォーダブル住宅の供給を計画している。 
 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000056.html
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１‐③‐２ 賃貸住宅トラブル防止ガイドラインの周知 

【住宅政策課】 
 
東京都が賃貸住宅のトラブルを防止するために、退去時の復旧や入居中の修繕に関す

る費用負担の原則、契約や住まい方で注意すべきことについて、「賃貸住宅トラブル防

止ガイドライン」を作成しているため、広く周知する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

賃貸住宅トラブル防止ガイドラインの概要（東京都住宅政策本部） 

〇二次元コード 

 

 

 

１‐③‐３ 民間によるまちづくりと連携した 

多様な働き方や住まい方に対応する住宅整備の促進  

【都市計画課、渋谷駅周辺まちづくり課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 多様な働き方や住まい方に対応する住宅整備の促進 
 

多様な都心居住を推進する施設の一つとして、クリエイティブ人材などの多様な働き

方や住まい方に対応する住宅や住環境の整備を促進する。 

 

 

１‐③‐４ 職住一体・近接・在宅学習の環境整備の促進 

 【住宅政策課】  
 

コロナ禍を経た DX の進展や働き方の多様化などにより、テレワークの急速な普及や

コワーキングスペースの増加などが進んでいる。国が作成している導入ガイドブック

や労務管理に関するパンフレットなどを周知することにより、快適にテレワークを行

うことができる環境整備を推進する。 

また、テレワークや在宅学習を行いやすい間取りなどの事例を周知する。 

 

  

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/fudosan/tintai/310-3/guidelines
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【基本方針２】民間賃貸住宅を活用した住宅確保要配慮者等への居住支援 

基本施策① 住宅確保要配慮者が区内で住み替え・住み続けられる居住支援 
 

２‐①‐１ 区営住宅(高齢者・障がい者向け)の適切な供給及び運営 

【住宅政策課】 
 
住宅確保要配慮者である高齢者や障がい者などに対して、区営住宅の供給を行うとと

もに適切に運営することで、区内に住み続けられるよう支援する。 

 

 

２‐①‐２ 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録事業の促進 

【住宅政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 東京ささエール住宅登録制度の周知 
 

急速な少子高齢化の進展の一方で、高齢者や子育て世帯などについては、事故やト

ラブルに対する不安等により、賃貸住宅の貸主側から入居を拒まれやすい状況にあ

る。こうした中、東京都は改正住宅セーフティネット法の施行（平成 29（2017）年

10 月 25 日）に併せ、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を推進

していることから、区でも広く周知する。 

令和８（2026）年３月現在、区内に 35 棟の登録あり。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

東京ささエール住宅登録制度の概要（東京都住宅政策本部） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/safety_net/chintaitourokuseido
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関連事業名 居住サポート住宅認定事業の推進 
 

単身世帯の増加・持ち家率の低下等を背景とした住宅確保要配慮者の賃貸住宅への

入居ニーズに対応するとともに、大家と入居者の双方が安心して入居できる市場環境

の整備を図ることを目的とした、居住サポート住宅の認定制度の普及促進を図る。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

居住サポート住宅認定制度の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

２‐①‐３ 家賃債務保証制度の拡充 

【住宅政策課】 
 
保証会社を協定事業者１社から国土交通省で登録されている保証会社に拡充し、区内

の民間賃貸住宅に住み替える高齢者・障がい者・ひとり親世帯に対して、初回保証料を

上限５万円まで助成する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

高齢者等世帯入居支援事業の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/jutaku/jutaku-info/kyojusapoto_jutaku.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/jutaku/yushi/shien_2.html
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２‐①‐４ IoT 機器等を活用した高齢者の見守りの推進 

【高齢者福祉課、住宅政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 高齢者見守りサービス【高齢者福祉課】 
 

区内在住で 65 歳以上のひとり暮らし、または 65 歳以上のみの世帯の人に対し、見

守り機能を備えた IoT 機器を自宅に取り付けることで、離れて暮らす家族などのスマー

トフォンから安否を確認することができるサービスを行う。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

高齢者見守りサービスの概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

関連事業名 高齢者住まい安心サポート【住宅政策課】 
 

区内に居住する 65 歳以上の単身高齢者に対して、一定の所得基準を満たす場合に、

区と協定を結んだ事業者が実施する安否確認や原状回復費用補償などのサービスの初

回登録料を 16,500 円まで補助する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

高齢者住まい安心サポートの概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

２‐①‐５ 区営住宅での巡回 

【住宅政策課】 
 
単身高齢者世帯・高齢者のみの世帯を対象として、区営住宅の巡回を定期的に行い、

入居者の安否確認・生活相談等を行う。 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kenko/koreisha-seikatsu/koreisha-zaitaku/mimamori_sa-bisu.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/jutaku/yushi/korei_sumai_ansinsapo-to.html
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２‐①‐６ シルバーピア制度(生活協力員)の活用 

【住宅政策課】 
 

区営住宅に生活協力員を配置することで、居住者の日常生活におけるサポート（安否

確認、生活相談、緊急対応等）を行う。 

 

 

２‐①‐７ 立ち退きに伴う住み替え家賃補助 

【住宅政策課】 
 
区内に住んでいる高齢者、障がい者及びひとり親世帯が立ち退きを求められ、区内の

民間賃貸住宅に住み替える場合に、転居一時金や住み替え後の家賃の一部などの補助を

行う。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

立ち退きに伴う住み替え家賃補助制度の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/jutaku/yushi/shien_3.html
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基本施策② 福祉施策と連携した居住支援施策の総合的な実施 
 

２‐②‐１ 介護施設への介護ロボット等の導入（拡充） 

【高齢者福祉課】 
 
医療・介護現場等のニーズを踏まえた介護ロボット等を導入することで、高齢者、

介護者及び介護事業者の支援に努める。 

かんなみの杜・渋谷（令和３（2021）年５月開設）へ見守り支援システム・介護記

録システムを導入。導入施設の拡充については検討を行う。 

 

 

２‐②‐２ 介護サービス基盤（施設・居住系サービス）の整備 

【高齢者福祉課、障がい者福祉課、地域福祉課、住宅政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 高齢者グループホームや特別養護老人ホーム等の整備【高齢者福祉課】 
 

高齢者グループホームについては、日常生活圏域ごとのバランスを考慮しながら、参

入誘致に努めるとともに随時開設相談を受け付けている。今後の要介護者の増加やその

家族のニーズに応えるため、特別養護老人ホーム等の入所施設を整備する。民間事業者

が設置する場合、国や東京都の補助金を活用し参入誘致に努める。 

経年劣化により老朽化した施設の修繕を計画的に進めるとともに中長期的な介護需

要量を見越し、サービス種別ごとに必要となる施設数を見込んだ上で介護サービスの基

盤整備を推進する。 

令和３（2021）年３月、グループホーム恵比寿西二丁目開設 

令和３（2021）年５月、かんなみの杜・渋谷開設 

 

関連事業名 知的障がい者グループホーム運営費等補助事業【障がい者福祉課】 
 

区内において、知的障がい者グループホーム事業に供するために設置する施設の施設

整備等に要する経費及び事業の運営に要する経費を区が設置者等に対して補助する。 

（１）施設整備費補助 

グループホームの新設、改築、改修及び消防法等に基づく安全対策工事に要する費用

の一部を補助することにより、居住環境の向上と安全性の確保を図る。 

（２）施設確保費補助 

グループホームとして使用する建物の家賃の一部を補助し、事業開始時における事業

者の負担軽減を通じて、地域における住いの確保を促進する。 

（３）運営費補助 

区民が入居するグループホームの運営に対し、入居者数に応じた運営費の補助を行い、

安定的かつ継続的な住まいの提供を支援する。 
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関連事業名 都市型軽費老人ホームの整備助成【地域福祉課】 
 

都市部において、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安

があり、低所得者で家族による援助を受けることが困難な高齢者が、低額な料金で入居

でき、日常生活における支援を受けながら、安心して生活ができる都市型軽費老人ホー

ムを整備しようとする個人・事業者に整備費の一部を補助する。 

以下の２か所は区内での整備実績。 

・ケアホーム渋谷本町 

・広尾グリーンハウス 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

都市型軽費老人ホーム整備費補助事業の概要（東京都福祉局） 

〇二次元コード 

 

 

関連事業名 スマートウェルネス住宅等推進事業の周知【住宅政策課】 
 

国土交通省では、高齢者、障がい者又は子育て世帯の居住の安定確保及び健康の維

持・増進に資する事業の提案を公募し、事業の実施に要する費用の一部を補助してお

り、区でも広く周知する。 

(１)サービス付き高齢者向け住宅整備事業 

(２)セーフティネット住宅改修事業（住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業） 

(３)人生 100 年時代を支える住まい環境整備モデル事業 

(４)みんなが安心して住まいを提供できる環境整備モデル事業 

(５)地域生活拠点型再開発事業 

(６)子育て支援型共同住宅推進事業 

 

  

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/shisetu/keihidaitoshi/toshigatahojojigyou.html


 

19 

具
体
的
取
組
の
内
容
、
関
連
事
業 

第 

２ 

章 

２‐②‐３ ハウジングファースト事業 

【生活支援課】 
 

区内に起居する路上生活が長期化した高齢者を対象に、地域生活への移行に向けた

取組を更に推進するため、安心して暮らせる住まいの確保を優先し、円滑な地域生活

への移行支援を行う。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

ハウジングファースト事業（路上生活者支援）の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

２‐②‐４ あんしん居住制度の周知 

【住宅政策課】 
 

東京都防災・建築まちづくりセンターが見守りサービス、葬儀の実施、残存家財の

片づけサービス等を提供していることから、区でもパンフレットなどを用い広く周知

する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

あんしん居住制度の概要（東京都防災・建築まちづくりセンター） 

〇二次元コード 

 

 

 

２‐②‐５ 住宅確保要配慮者・大家・不動産関連団体等への 

情報提供と支援の実施  

【住宅政策課】 
 
住宅確保要配慮者、大家及び不動産関係団体等を対象として、住まいに関する情報

提供や各種居住支援事業などに関するセミナーを行うなど広く周知するとともに、渋

谷区居住支援協議会を通じて居住支援法人、不動産事業者及び渋谷区等が連携して居

住支援事業を推進する。 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kenko/seikatsu-fukushi/kurashi-sodan/homeless_support.html
https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/sumai/anshin/
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２‐②‐６ 介護職員宿舎借り上げ支援事業 

【介護保険課】 
 
区内の介護サービスを提供する事業所を運営する法人に対し、介護職員の宿舎の借

り上げに係る費用の一部を支援することにより、介護人材の確保定着を図るととも

に、地域の災害福祉拠点として、災害時の迅速な対応を推進する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

介護職員宿舎借り上げ支援事業の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

２‐②‐７ 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業 

【保育課】 
 

保育従事職員用の宿舎の借り上げを行う事業者に対し、その借り上げの費用の一部

を予算の範囲内において補助することにより、保育人材の確保、定着及び離職防止を

図る。 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/jigyo-kaigo/jigyo-kaigo/kaigo_kariage_sien.html
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基本施策③ 住宅確保要配慮者やその賃貸人への 

バリアフリー化等による良質な住宅確保支援 
 

２‐③‐１ 重度身体障害者(児)等住宅設備改善費支給事業 

【障がい者福祉課】 
 
在宅の重度の肢体不自由者（児）（平成 25（2013）年度からは難病等の人も小規模

改修の一部で対象）に対し、自宅の段差解消、手すりの設置等の住宅設備改善に要す

る費用を支給することで日常生活の利便を図る。原則として費用の１割の自己負担を

要する。ただし、それぞれの種目ごとに支給の上限額が設定されており、超過分は自

己負担となる。 

賃貸住宅については、所有者の許可があれば対象となる。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

住宅設備改善費支給事業の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

２‐③‐２ 住宅設備改修給付 

【高齢者福祉課】 
 
要介護・要支援認定を受けている高齢者で、身体機能の低下により住宅設備の改修が

必要と認められる人を対象に、住宅設備改修費用の一部を支給することで、高齢者の福

祉の増進を図る。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

住宅設備改修給付の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kenko/shogai-seikatsu/shien-kaigo-seikatsu/nitijo-sien.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kenko/koreisha-seikatsu/koreisha-zaitaku/s_house.html
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２‐③‐３ 住宅改修費支給・介護予防住宅改修費支給 

（介護保険法に基づく保険給付）  

【介護保険課】 
 
要介護及び要支援認定者に対し、①手すりの取り付け、②段差の解消、③床材の変更、

④引き戸への取り換え、⑤洋式便器への取り換えの改修費から利用者負担割合分を差し

引いた額を介護保険で負担する。※上限有り 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

住宅改修費支給の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

２‐③‐４ 賃貸住宅向けバリアフリー化の促進 

【住宅政策課】 
 
令和５（2023）年の住宅・土地統計調査によれば、借家のバリアフリー化率は 

22.7％と 23 区の平均値（35.4％）からも低い状態となっていることから、賃貸住宅の

オーナーなどに対して住宅のバリアフリーの事例等を紹介するなどして、バリアフリ

ー化の促進を図る。 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/jigyo-kaigo/jigyo-kaigo/fukushiyougu_jutakukaishu.html
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２‐③‐５ 住宅確保要配慮者が入居する住宅の改修促進 

【住宅政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 セーフティネット専用住宅改修事業 
 

高齢者、障がい者、子育て世帯等、住宅にお困りの方のために、民間の賃貸住宅の

オーナーが、住宅確保要配慮者のみが入居可能な賃貸住宅に登録する場合に必要な改

修（バリアフリー化工事等）を行う際に当該整備に要する費用の一部を国や都が補助

しているため、区でも広く周知する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

住宅セーフティネット制度の概要（国土交通省） 

〇二次元コード 

 

〇リンク 

東京ささエール住宅登録制度の概要（東京都住宅政策本部） 

〇二次元コード 

 

 

関連事業名 居住サポート住宅改修事業 
 

単身世帯の増加・持ち家率の低下等を背景とした住宅確保要配慮者の賃貸住宅への

入居ニーズに対応するとともに、大家と入居者の双方が安心して入居できる市場環境

の整備を図ることを目的とした、居住サポート住宅の認定制度等の普及促進を図るた

め、国が実施する居住サポート住宅の整備に要する費用の一部の補助について、区で

も広く周知する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

居住サポート住宅改修事業の概要（住宅保証支援機構） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/safety_net/chintaitourokuseido
https://www.how.or.jp/koufu/support.html
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基本施策④ 不動産事業者や債務保証会社と連携した居住支援体制の整備 
 

２‐④‐１ 高齢者等入居支援制度の拡充(不動産事業者等との連携)  

【住宅政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 協力不動産店一覧の公開及び物件情報の一斉照会 
 

高齢者等の入居を支援するため、住宅確保要配慮者が入居可能な物件を扱っている協

力不動産店の一覧を不動産関係団体より提供してもらい、区ウェブサイトで公開してい

る。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

高齢者等世帯入居支援事業の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 
 
また、住宅確保要配慮者からの住み替え相談を受けた際に、区から協力不動産店へ物

件情報の一斉照会を行い、まとまった情報を相談者へ提供する。 

 

 

２‐④‐２ 賃貸住宅仲介事業者等への啓発 

【住宅政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 居住支援協議会による情報共有 
 

居住支援協議会を通じて、区内の居住支援事業やセーフティネット住宅制度等を紹介

する区賃貸住宅仲介団体事業者等向けセミナーの実施等による啓発を行う。 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/jutaku/yushi/shien_2.html
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２‐④‐３ 外国人が賃貸入居するための支援 

【文化振興課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 LIVING IN SHIBUYA （４カ国語版しぶやわたしの便利帳）の周知 
 

外国人向けに、渋谷区で生活するための情報全般をまとめた「LIVING IN SHIBUYA」を

区公式ウェブサイトで公開しており、自動翻訳で多言語に変換できるほか、やさしい日

本語でも閲覧が可能である。この中で「日常生活情報」として、賃貸住宅に関する情報

（賃貸住宅の種類や部屋を借りる際の注意事項等)についても掲載している。 

また、本サイトにアクセスするためのガイドブック「LIVING IN SHIBUYA」も発行し、

住民戸籍課窓口や出張所で配布する。 

 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

LIVING IN SHIBUYA（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/contents/living-in-shibuya/ja/
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【基本方針３】良質な住宅ストックの形成による 

サステナブルな住まいづくりの推進 

基本施策① 既存住宅ストック有効活用のためのリフォーム・リノベーションの推進 
 

３‐①‐１ 長期優良住宅の普及 

【住宅政策課、建築課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 長期優良住宅化リフォーム推進事業（既存住宅の長寿命化促進）の周知 

【住宅政策課】 
 

既存住宅の長寿命化を促進するため、国土交通省の長期優良住宅化リフォーム推進事

業を広く周知する。同事業は、以下の[１]、[２]を満たす戸建住宅又は共同住宅のリフォ

ーム工事が対象となっている。 

[１]インスペクションを実施し、維持保全計画・履歴を作成すること 

[２]工事後に耐震性と劣化対策、省エネルギー性が確保されていること 

補助率 1/3、限度額 80 万/戸  
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

長期優良住宅化リフォーム推進事業の概要（国土交通省） 

〇二次元コード 

 

 

関連事業名 長期優良住宅の認定【建築課】 
 

住宅が長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について

講じられ、また、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画について区が認定するこ

とで、申請者は税制優遇措置を受けることができ、区内に優良な住宅の普及を促進す

る。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

長期優良住宅の認定の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

  

https://r07.choki-reform.mlit.go.jp/
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kenchiku/kenchiku-tetsuzuki/chouki_yuryo.html
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３‐①‐２ 住宅リノベーションの促進（民間住宅の長寿命化、リノベーション等） 

【住宅政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 東京住宅リフォームガイド等の周知 
 

東京都が発行する都民が安心してリフォームに取り組めるよう、計画から事業者選び、

工事等を実施する際に役立つ情報を紹介する東京住宅リフォームガイドを広く周知す

る。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

東京住宅リフォームガイドの概要（東京都住宅政策本部） 

〇二次元コード 

 
 

また、リノベーション協議会などと連携し、リノベーション事例について広く周知

する。 

 

 

３‐①‐３ 住宅簡易改修支援事業 

【住宅政策課】 
 

区内に住所を有する方が、一定の条件を満たし、区の協定締結団体に加盟している区

内施工業者により、お住まいの住宅の簡易改修工事を行った場合に、上限 10 万円とし

て、消費税を除く工事費用の 20％を支給する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

住宅簡易改修支援事業の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/minkan_jutaku/kizon/tokyo_reform
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kenchiku/kenchiku-yushi/zyutakukanikaishusien.html
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基本施策② 住宅に関する資源リサイクル、省エネルギーの推進 
 

３‐②‐１ 住宅・事業所のＺＥＨ・ＺＥＢ化等の促進 

【環境政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 再生可能エネルギー導入（促進）モデル事業の周知 
 

住宅・事業所の ZEH・ZEB 化については、渋谷区環境基本計画 2023 の４-２-１にお

いて、ZEH・ZEB 化の実現を図るため、住宅や事業所におけるエネルギー管理システム

（HEMS、BEMS 等）の導入、断熱化、各種の創エネルギー機器及び省エネルギー機器の

導入等を促進している。 

HEMS や BEMS の導入数の把握が困難な状況のため、EMS や再エネに関する情報発信

を行っている。 

東京都が対策として、個人の住宅や事業所向けに各種補助事業を行っており、区のウ

ェブサイトや窓口等で広く周知する。 

また、渋谷区の取組としては、電気自動車の普及を促進するために電気自動車等用充

電設備導入助成事業を令和４（2022）年度から実施している。 

 

 

３‐②‐２ 創エネルギー機器（太陽光発電や家庭用燃料電池等） 

と再生可能エネルギー電力の導入促進 

【環境政策課、建築課】   
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 家庭用燃料電池システム設置助成事業【環境政策課】 
 

創エネルギーの観点においても、区内に家庭用燃料電池システムを普及することによ

り家庭部門における CO₂排出量の削減を促進するために、家庭用燃料電池システムの設

置を行う区民に対し、その経費の一部を助成する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

家庭用燃料電池システム設置助成事業の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kankyo/eco-kurashi/ene-farm.html
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関連事業名 再生可能エネルギー電力利用促進助成【環境政策課】 
 

再生可能エネルギー100％由来の電力の利用拡大を図り、温室効果ガス排出量を削減

し、脱炭素社会の実現に寄与することを目的として実施する。再生可能エネルギー 

100％由来の電力に切り替えた区民に対し、渋谷区デジタル地域通貨ハチペイにより助

成を行う。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

再生可能エネルギー電力利用促進助成の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

関連事業名 リーフレットの作成・配布、渋谷区ポータルサイト等を活用した周知・啓発 

【建築課】 
 

再エネ利用設備（太陽光発電設備・太陽熱利用設備）の設置を促進するため、区内で

建築物を新築等をしようとする場合、建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度によ

り、建築主には再エネ利用設備設置の努力義務、建築物を設計する建築士には設置可能

な再エネ利用設備について建築主に説明する義務を課している。再エネ利用促進制度に

ついてのリーフレットを作成し、窓口及び渋谷区ポータルサイトで周知・啓発する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

３‐②‐３ 区営住宅への再生可能エネルギー設備の導入促進 

（整備、建て替え時における再生可能エネルギー設備、 

                   高断熱設備等の導入など） 

【住宅政策課】 
 

区営住宅の整備、建て替え時に、太陽光パネル等の再生可能エネルギー設備や高断熱

設備の導入など必要な再生可能エネルギー設備を導入する。 

平成 28（2016）年度建築の幡ヶ谷原町住宅に太陽光パネルを設置している。 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kankyo/eco-kurashi/RenewableEnergy.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kenchiku/kenchiku-jorei/saiene-sokushin-kuiki.html
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３‐②‐４ ３R への意識改革と３R の推進による廃棄物削減 

【清掃リサイクル課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 渋谷区一般廃棄物処理基本計画（令和６年度～令和 15年度）による廃棄物抑制 
 

３R への意識改革や廃棄物削減を促すため、渋谷区一般廃棄物処理基本計画では基準

年の令和４（2022）年度から令和 15（2033）年度までに、家庭ごみは 150g/人日、事

業系ごみは 115g/人日の削減を目指しており、そのための施策として、次の６点をあげ

ている。 

１ リデュース・リユースを軸とした３R への意識改革 

２ リデュースの推進 

３ リユースの推進 

４ リサイクルの推進 

５ 事業者に対する指導の強化 

６ 適正処理の推進 

 

 

３‐②‐５ 都市の低炭素化の促進 

【建築課】 
 

上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 低炭素建築物新築等計画の認定 
 

建築物の低炭素化を促進するための基準に適合し、低炭素化に資する措置が講じられ

た建築物の新築等計画を区が認定することで、建築物の容積率緩和や税制優遇措置を受

けることができる。低炭素建築物の普及により都市の低炭素化を促進する。 

 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

低炭素建築物新築等計画の認定の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kenchiku/kenchiku-tetsuzuki/teitanso.html
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基本施策③ 環境施策や都市開発諸制度等と連携した、 

IoT などの新技術を活用した住宅の推進 
 

３‐③‐１ IoT などの新技術を活用した住宅のリノベーションモデルの周知 

【住宅政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 民間事業者が行ったリノベーションモデルの周知 
 

民間事業者等が実施する IoT などの新技術を活用した住宅など、主として渋谷区で行

った様々なリノベーション事例の周知についてリノベーション協議会などと連携して

広く周知する。 

 

 

３‐③‐２ 屋上緑化や壁面緑化等による住宅の 

グリーンインフラストラクチャーや省エネの啓発 

【環境政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 渋谷区みどりの確保に関する条例による緑化推進 
 

区では、「渋谷区みどりの確保に関する条例」および「同施行規則」に基づき、一定の

規模以上の敷地においては、緑化を義務付けており、グリーンインフラストラクチャー

の考え方などを取り入れながら、屋上緑化や壁面緑化を推進している。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

緑化計画の届出等の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kankyo/midori-plan/midori_ryokka.html
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３‐③‐３ 快適な住まいづくりの専門家との連携（住まいのアドバイザー等） 

【住宅政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 住まいのアドバイザー等との連携体制構築 
 

住まいづくりの専門家である東京土建一般労働組合と連携し、無料住宅相談会等を行

う。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

住宅相談会の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

３‐③‐４ 宅配ボックス設置による安全な非接触受取や 

再送ロス削減での環境負荷低減の促進 

【住宅政策課】 
 
住宅簡易改修支援事業の内容を拡充し、戸建て住宅に加えて、分譲マンションの共

用部分にも宅配ボックスの設置について費用の一部を助成する。 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/jutaku/yushi/jutaku_jutakusoudankai.html
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【基本方針４】地域の資源としての空家等の有効活用と予防・適正管理 

基本施策① 空家等の発生抑制と適正管理の推進 
 

４‐①‐１ 空家等実態調査 

【住宅政策課】 
 
平成 29（2017）年度に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「特措法」と

いう)に基づき、区内全域に存在する空家等について実態調査を行った。 

令和４（2022）年度の調査では、前回調査で空家等と判定された 404 棟の追跡調査

を実施し経年変化の把握をするとともに、改めて区内全域の空家等実態調査を実施した。

外観目視による現況調査によって、区内の空家等を抽出し、当該空家等の所有者等宛て

に意向調査を行い、実態を把握した。 

引き続き、定期的な調査を行い、区内の空家等の状況を確認し、管理が不十分な空家

等に対し改善を促す。 

 

 

４‐①‐２ 空家等ワンストップ相談窓口 

【住宅政策課】 
 

渋谷区内の空家等の発生抑制、管理適正化及び利活用の促進を目的として、空家等を

所有されている渋谷区民や渋谷区内に空家等を所有されている方等から、空家等の管理、

活用、相続及び予防に関する相談をワンストップで受付し、助言や提案を行う。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

空家等ワンストップ相談窓口の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/jutaku/akiya/sodan.html
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４‐①‐３ 被相続人居住用家屋等確認(空家等譲渡所得特別控除) 

【住宅政策課】 
 

相続時から３年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに、被相続人の住まいを

相続した相続人がその家屋又は敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲

渡にかかる譲渡所得の金額から 3,000 万円を特別控除することで、空家等の発生を抑制

する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

被相続人居住用家屋等確認書交付の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

４‐①‐４ 空家等適正管理支援事業 

【住宅政策課】 
 

空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするための工事等を行う場合

に、工事等費用の一部を支給する。不良住宅の除却等の場合は上限 50 万円、それ以外

の工事等の場合は上限 10 万円とし、消費税を除く工事費用の 50％を支給することで、

空家等の所有者等の適正な管理を促進する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

空家等適正管理支援事業の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/jutaku/akiya/vacant-houseissuance.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kenchiku/kenchiku-yushi/akiya_shien.html
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４‐①‐５ 空家等セミナー・相談会の実施 

【住宅政策課】 
 

現在、空家等について問題を抱えている方、これから空家等を所有するかもしれない

相続予定者の方に対し、空家等の適正管理や活用方法、家財整理の進め方など、専門家

から詳しく学べるようにすることを目的として、ワンストップ相談窓口を軸に、空家等

の所有者や管理者、相続予定者、利活用希望者に対しセミナー及び個別相談会を開催し、

適正管理と利活用を促す。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

空き家と相続の無料相談会の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/jutaku/akiya/akiya_tsukiichisoudankai.html
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基本施策② 地域活性化に向けた空家等の利活用の促進 
 

４‐②‐１ 空家等利活用マッチング支援事業 

【住宅政策課】 
 

未利用空家等の減少による地域環境の向上と地域課題の解決を目的として、空家等の

所有者等と地域貢献施設として利用を希望する団体のマッチングを支援する。所有者等

と利活用希望団体から希望条件を聴取し、マッチングに向けてニーズや条件整理等に関

するアドバイスを行う。 

 

 

４‐②‐２ 利活用事例のマニュアル化及び周知 

【住宅政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 空家等利活用事例の周知 

空家等の利活用事例を広く周知することにより、利活用に関わる課題やノウハウを

普及し、空家等の所有者等と利活用希望者が利活用に取り組みやすい環境を整える。 

現在渋谷区内での空家等の公的利活用の需要が低いため実績がないことから、事例

は渋谷区に限らず他自治体のものも含め整理してわかりやすく周知する。 

まずは、東京空き家ガイドブックｐ35～36 の空き家利活用事例の記載を広く周知す

る。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

東京空き家ガイドブックの概要（東京都住宅政策本部) 

〇二次元コード 

 

 

 

４‐②‐３ 空家等の除却後の跡地としての利活用の推進 

【住宅政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 空家等に係る跡地としての活用 
 

渋谷区空家等対策計画に基づき、老朽化している空家等の除却後の跡地について、民

間による活用を基本としながら、公共的な活用ができるような支援を行う。 

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/shiryo_guidebook.html
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/shiryo_guidebook.html
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/shiryo_guidebook.html
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基本施策③ 管理が不十分な空家等の解消に向けた除却等の推進 
 

４‐③‐１ 管理が不十分な空家等の除却促進 

【住宅政策課】 
 

上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 空家等適正管理支援事業 
 

管理が不十分な空家等への対策として、空家等の適正管理を図る工事等を行う場合に、

工事等費用に対し 50 万円を上限として助成する。 
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【基本方針５】分譲マンションの老朽化対策と適正管理の推進 

基本施策① 分譲マンション管理不全の予防対策と適正管理の推進 
 

５‐①‐１ マンション管理状況届出制度 

（管理不全マンション等に対する調査・指導・助言・支援等） 

【住宅政策課】 
 
「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づき、昭和 58

（1983）年 12 月 31 日以前に区内に新築されたマンションのうち、居住の用に供する

独立部分が６以上である建築物について、５年ごとに管理状況を区へ届出することが義

務化されている。届出された管理状況に応じて助言や調査、必要に応じて専門家の支援

等を行う。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

マンション管理状況届出制度の概要（東京都住宅政策本部） 

〇二次元コード 

 

 

 

５‐①‐２ 分譲マンション管理適正化に向けた専門家派遣 

【住宅政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 管理不全兆候マンションへの分譲マンション管理士派遣 
 

管理不全の兆候のあるマンションに、管理組合の設立や管理規約の制定などについて

助言を行うマンション管理士を無料で派遣する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

分譲マンション管理士派遣制度の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/shisaku/01tekiseikanri-jourei02.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/jutaku/mansion/mannsyonnkannrishihakenn.html
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関連事業名マンションアドバイザー無料派遣の周知 
 

都が実施する制度で、分譲マンションの管理組合等に専門家を派遣することで、マン

ションの良好な維持管理や建替え・改修に向けた情報提供・アドバイスを行う。マンシ

ョン管理状況届出制度の届出をしたマンションの管理組合には、一定の要件を備える場

合に無料で派遣することができる。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

マンション管理アドバイザー制度の概要（東京都住宅政策本部） 

〇二次元コード 

 

 

 

５‐①‐３ マンション長期修繕計画の作成に係る支援 

【住宅政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 分譲マンション長期修繕計画作成等費用助成 
 

区内の分譲マンションの管理組合が長期修繕計画作成又は見直しをする際にかかる

費用の一部を助成することにより、分譲マンションの管理不全を防止し、適正な維持管

理の推進を図る。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

分譲マンション長期修繕計画作成等費用助成の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02advisor.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/jutaku/mansion/tyoukisyuuzennkeikaku.html
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５‐①‐４ 小規模マンションの IoT を活用した管理の支援 

【住宅政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 小規模かつ高経年の自主管理マンションの IoTを活用した管理の支援 
 

区内の分譲マンションは、築 30 年以上の高経年マンションと総戸数 20 戸未満の小

規模マンションが全体の約半数を占めている。また、高経年の小規模マンションには、

「管理会社が請け負うスケールメリットが無く、自主管理となっている」、「管理の担い

手や積立金の不足から管理不全に陥りつつある」という課題がある。 

民間事業者と連携して IoT を活用した管理を実施し、併せて専門家であるマンション

管理士の相談支援を行うことで、高経年の小規模マンションの適正な維持管理を促進す

る。 

 

 

５‐①‐５ マンション管理適正化推進計画の策定による 

計画的なマンション適正管理の推進 

【住宅政策課】 
 

令和２（2020）年に改正された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に

基づき、令和５（2023）年４月に渋谷区マンション管理適正化推進計画を策定した（令

和７（2025）年度改定）。この計画に基づき、マンション管理計画認定制度、管理が十

分でない分譲マンションへの助言・指導等を行うことで、計画的に分譲マンションの適

正な管理を推進する。 
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基本施策② 分譲マンションの長寿命化及び再生等に向けた取組の支援 
 

５‐②‐１ 良好なマンション再生モデルの周知・普及 

【住宅政策課】 
 
東京都が運営するマンションポータルサイトにて、マンションの管理やマンション

耐震化、建替え・改修・敷地売却について、それぞれ関連するパンフレットや相談窓

口、各種再生事例や支援制度などを紹介しているため、区でも広く周知する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

東京都マンションポータルサイト（東京都住宅政策本部) 

〇二次元コード 

 
 

また、高経年マンションの急増が見込まれる中、管理適正化、再生円滑化を進めてい

くため、政策目的に適合した老朽化マンションの長寿命化に資するモデル的な取組に対

して、支援を国土交通省が行っており、採択プロジェクトを公開しているため、区でも

広く周知する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

マンションストック長寿命化等モデル事業の概要（国土交通省) 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr5_000037.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr5_000037.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr5_000037.html
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５‐②‐２ 合意形成の支援によるマンション再生等の促進 

【住宅政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 マンションの再生等に向けた合意形成に関するマニュアル等の周知 
 

令和８年４月の改正マンション関係法の施行を踏まえ、マンションの再生等に向けた

合意形成に関するマニュアル等を国土交通省がとりまとめているため、区でも広く周知

することで、合意形成を支援し、区内のマンションの再生等を促進する。 

 

 

５‐②‐３ マンション再生手法の相談(再生事業、売却事業等)  

【住宅政策課】 
 
マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づくマンションの再生事業や売却事

業等の活用について、分譲マンションの管理組合等からの相談を適宜受け付ける。 

 

 

５‐②‐４ マンション再生時における高齢者等の居住継続・住替え支援 

【住宅政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 マンション建替えに伴う仮住まい等の支援の周知 
 

マンション建替えにあたり仮住まいが必要な方に対して、東京都では都営住宅の提供

公的住宅の情報提供などの支援を行っているため、区でも広く周知する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

マンション建替えに伴う仮住まい等の支援の概要 

（東京都住宅政策本部） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/tatekae/33karizumai.html
https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/tatekae/33karizumai.html
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基本施策③ 民間事業者等と連携した分譲マンション老朽化対策の支援 
 

５‐③‐１ マンション管理士会との連携によるマンション管理セミナー、 

個別相談会の実施 

【住宅政策課】 
 
マンションの管理に関する無料相談会やセミナーをマンション管理士会と連携して

実施する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

マンション管理無料相談会の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

５‐③‐２ 分譲マンション専門相談制度の周知 

【住宅政策課】 
 
分譲マンションに関する相談に対して、専門家による対応が必要と認めたものについ

て、東京都が実施する分譲マンション専門相談制度を紹介する。本制度では内容に応じ

て弁護士又は一級建築士が対応している。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

分譲マンション専門相談制度の概要（東京都住宅政策本部） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/jutaku/mansion/apartment_management2021.html
https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02senmonsoudan.html
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５‐③‐３ マンション共用部分リフォーム融資制度 

【住宅政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 東京都マンション改良工事助成制度の周知 
 

マンション共用部分の改良を促すため、東京都マンション改良工事助成制度を広く周

知する。 

マンション改良工事助成とは、分譲マンションの適正な維持管理の促進を目的として、

建物の共用部分の外壁塗装や屋上防水、バリアフリー化など、計画的に改良・修繕する

管理組合に対し、(独)住宅金融支援機構と連携した助成（利子補給）を実施する制度で

ある。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

マンション改良工事助成制度の概要（東京都住宅政策本部） 

〇二次元コード 

 

 

 

５‐③‐４ マンション管理組合の交流会の実施 

【住宅政策課】 
 
マンションの管理組合及び専門家等のネットワーク構築を促進し、専門家等の意見を

交えながら情報交換することで、管理組合の運営や建物の維持管理などの諸問題につい

て対処方法を共有し、マンションの管理水準の維持・向上を図ります 

 

 

５‐③‐５ 金融機関等との連携による融資制度の周知 

【住宅政策課】 
 
住宅金融支援機構の融資情報について広く周知する。 
 

 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

住宅金融支援機構ウェブサイト（住宅金融支援機構） 

〇二次元コード 

 

https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02syuzen-josei.html
https://www.jhf.go.jp/loan/index.html
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【基本方針６】地震や水害等の災害や犯罪等に強い住宅・住環境の整備 

基本施策① 首都直下地震等をはじめとした各種災害に強い安全な住宅、 

減災効果の高い住環境の整備 
 

６‐①‐１ 木造住宅耐震診断コンサルタント派遣事業、木造住宅耐震改修助成 

【木密・耐震整備課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 木造住宅耐震診断コンサルタント派遣事業 
 

災害に強い安全なまちづくりを推進するため、区内の木造住宅の耐震診断に、無料で

コンサルタント（建築士）を派遣する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

木造住宅耐震診断コンサルタント派遣事業の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

関連事業名 木造住宅耐震改修助成金交付事業 
 

区の木造住宅耐震診断コンサルタント派遣による耐震診断の結果、上部構造評点１.０

未満の場合は、耐震改修工事に必要な費用の一部を助成する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

木造住宅耐震改修助成金交付事業の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/josei/taishinjosei/consultant.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kenchiku/kenchiku-yushi/mokuzo.html
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６‐①‐２ 分譲マンションの耐震化支援事業 

【木密・耐震整備課】 
 

地震に対する建築物の安全性を向上させ、災害に強い安全なまちづくりを推進するた

め、区内の分譲マンションの①耐震診断や②補強設計、③耐震改修工事等に必要な費用

の一部を助成する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

分譲マンションの耐震化支援事業の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

６‐①‐３ 特定・一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化 

【木密・耐震整備課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 特定緊急輸送道路沿道建築物及び 

一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進事業 
 

【特定緊急輸送道路沿道建築物】 

「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」が施行され、特に

重要な緊急輸送道路が「特定緊急輸送道路」として指定されており、 沿道建築物につ

いては、耐震診断の実施が義務となっている。緊急輸送道路は、災害時の救急救命・消

火活動、緊急物資の輸送路として沿道建築物の耐震化が急務となっている。（区内で指

定された特定緊急輸送道路は、甲州街道、国道２４６号（玉川通り、青山通り）、首都高

速道路） 

区内の特定緊急輸送道路沿道建築物に対して、①補強設計や②耐震改修工事等に必要

な費用の一部を助成する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/josei/taishinjosei/manshon.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/josei/taishinjosei/tokutei_kinkyu.html
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【一般緊急輸送道路沿道建築物】 

災害に強い安全なまちづくりを推進するため、区内の一般緊急輸送道路沿道建築物の

①耐震診断や②補強設計、③耐震改修工事等に必要な費用の一部を助成する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

６‐①‐４ ブロック塀等の安全対策の促進 

【木密・耐震整備課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 渋谷区ブロック塀等安全化対策促進事業 
 

渋谷区耐震改修促進計画（平成 20 年３月策定）に基づき、道路等に面する地震の際

に倒壊のおそれのあるブロック塀等について、倒壊による人的被害の防止及び通行機能

の確保を図るため、当該ブロック塀等に係る除却工事及び建替え工事を側面から支援し、

これらに要する費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、ブロック塀等の安全

対策を促進し、災害に強いまちづくりの推進を図る。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

ブロック塀等安全化対策促進事業の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/josei/taishinjosei/ippankinkyuyusodoro_taishinka.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/josei/taishinjosei/block_anzen_jigyo.html
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６‐①‐５ 整備地域内における老朽建築物の除却・建替えの推進 

【木密・耐震整備課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 老朽建築物除却・建替え支援制度 
 

木密地域の防災機能を確保するため、「本町二・四・五・六丁目（各一部）」区域内の

老朽建築物（昭和 56（1981）年５月 31 日以前に建築された木造または軽量鉄骨造の

建築物）の不燃化を促進するために、建築物の除却や建替えを支援する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

老朽建築物の除却・建替え支援助成制度の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

６‐①‐６ 住宅耐震化緊急促進アクションプログラムに基づく耐震相談会 

【木密・耐震整備課】 
 
東京都建築士事務所協会渋谷支部の協力により、耐震相談会を実施し、木造住宅・マ

ンションを問わず、一級建築士が耐震診断や耐震改修、建替えなどの相談に応じる。区

民に対し、耐震診断の大切さ・必要性について積極的に周知・啓発活動を行い、耐震診

断事業の一層の促進を図る。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

耐震相談会の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/josei/taishinjosei/tatekae_josei.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/josei/taishinjosei/taishinsoudan.html
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６‐①‐７ 分譲マンション等の防災対策に資する諸制度の周知 

【住宅政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 東京とどまるマンションエレベーター閉じ込め防止対策促進事業の周知 
 

エレベーターの防災対策について、東京都では東京とどまるマンションに登録してい

る分譲マンションの管理組合や賃貸マンションの所有者等を対象に、リスタート運転機

能や自動診断・仮復旧機能の設置に対する補助を実施しているため、区でも広く周知す

る。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

東京とどまるマンションエレベーター閉じ込め防止対策促進事業

の概要（東京都住宅政策本部） 

〇二次元コード 

 

 

 

６‐①‐８ ハザードマップと連携した住宅建築の推進 

【企画管理課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 水害ハザードマップに関する宅地建物取引の際の重要説明事項への対応 
 

宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が公布（令和２（2020）年８月 28

日施行）され、宅地建物取引業者は、宅地又は建物の取引に際して、洪水などの水害リ

スクを購入者等に前もって説明することが義務付けられている。それを受け、宅地建物

取引業者が適切に対応できるよう、次の取組を実施している。 

⑴最新の水害ハザードマップを区ウェブサイトに掲載（水害のうち、渋谷区は洪水の

みが水防法の基準を満たしている。また、内水も加味されている。高潮は該当がない） 

⑵宅地建物取引業者及び購入者等からの問い合わせに係る窓口を明確化し、問い合わ

せに迅速に対応 

⑶令和２（2020）年８月より平成 12 年以降の浸水実績を渋谷区地図情報システムで

公開し、インターネット上で浸水実績の閲覧を可能とする体制を充実 

 

  

https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02lcp-touroku/02elevator.html
https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02lcp-touroku/02elevator.html
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６‐①‐９ 住宅耐震化緊急促進アクションプログラムに基づく 

ダイレクトメールの送付 

【木密・耐震整備課】 
 
耐震化事業の普及啓発を図るため、対象地域にダイレクトメールにて助成事業のパン

フレット等資料を送付する。住宅所有者への直接的な働きかけを行うことで、耐震化の

必要性を広く周知する。 
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基本施策② 防災施策等と連携した住宅・住環境の向上・改善 
 

６‐②‐１ 家具転倒防止金具無料取り付け 

【防災課】 
 

65 歳以上の高齢者世帯等を対象に、家具転倒防止金具の取り付け・食器棚や本棚の

ガラス部分への飛散防止フィルムの貼り付け・家具の移動サービスを無料で行う。 

一世帯につき家具３点までで、窓ガラスへの飛散防止フィルムの貼付は対象外。 

【対象世帯】 

（１）単身の高齢者（65 歳以上）世帯および高齢者のみの世帯 

（２）寝たきりの高齢者がいる世帯 

（３）１～３級の「身体障害者手帳」を持つ人がいる世帯 

（４）１～３度の「愛の手帳」を持つ人がいる世帯 

（５）１・２級の「精神障害者保健福祉手帳」を持つ人がいる世帯 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

家具転倒防止金具の無料取り付けの概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

６‐②‐２ 家具転倒防止用品購入費助成 

【防災課】 
 
区内在住の方に、家具転倒防止金具等の購入費用について、一世帯につき１回限り

上限１万円まで補助を行う。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

家具転倒防止金具購入費補助の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/josei/tentoboshi-josei/kaguten.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/josei/tentoboshi-josei/kaguten_hojo.html


 

52 

具
体
的
取
組
の
内
容
、
関
連
事
業 

 
渋谷区住宅マスタープラン（しぶや多様・快適・安心すまいプラン）資料編 

第 

２ 

章 

６‐②‐３ 家庭用消火器購入等のあっせん 

【防災課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 家庭用消火器の購入・引き取りと薬剤詰替えのあっせん 
 

区内在住の方に、家庭用消火器の購入・引き取り・薬剤詰替えのあっせんを行う。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

家庭用消火器のあっせんの概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

６‐②‐４ 住宅用火災警報器のあっせん 

【防災課】 
 

区内在住の方に、住宅用火災警報器のあっせんを行う。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

住宅用火災警報器のあっせんの概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

６‐②‐５ 防災用品のあっせん 

【防災課】 
 
区内在住の方に、食糧、保存水、簡易トイレ、家具転倒防止金具等の防災用品のあっ

せんを行う。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

防災用品のあっせんの概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/josei/yohin-assen/syokaki.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/josei/yohin-assen/netsukemu.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/josei/yohin-assen/yohin.html
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６‐②‐６ 新築の中高層共同住宅における備蓄場所の設置義務 

【防災課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 中高層共同住宅の新築における備蓄場所の確保と事前の報告 
 

渋谷区震災対策総合条例の一部を改正し、平成 21（2009）年 10 月 1 日から地上６

階建て以上で、６階以上に５戸以上の住居を有する中高層共同住宅の新築時には、備

蓄品などを収納する備蓄場所の確保と事前の報告を必要としている。 

 

 

６‐②‐７ 無電柱化推進計画に基づく区道の無電柱化による 

防災機能向上・歩行空間確保・良好な景観創出の推進 

【道路課】 
 

「無電柱化の推進に関する法律」に基づき、無電柱化推進計画を策定し、区道の無

電柱化を推進することで、都市防災機能の向上や安全で快適な歩行空間の確保、良好

な都市景観創出の推進等を行う。 
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基本施策③ 発災時・発災後の対応力強化に向けた取組の推進 
 

６‐③‐１ 都市型水害対策 

（流域対策の推進、避難体制の整備、地下浸水対策や非常用電源確保の啓発） 

【防災課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 都市型水害対策周知 
 

都市型水害への対策を広く周知するため、渋谷区民防災マニュアルを全戸に配布する。

また区ウェブサイトにも掲載する。※同マニュアルｐ55～ｐ62 に風水害対策について

記載。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

渋谷区民防災マニュアルの概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

関連事業名 水害時の避難所の整備・拡充 
 

ハザードマップに基づく浸水想定区域の区民が一時的に避難する場所として、区内の

区有施設 13 か所を自主避難施設として指定している。 

また避難方法としては、自主避難施設等への避難の他に、在宅での垂直避難があるが、

区内の浸水想定の水の深さは、一部を除き３m 以下であり、２階以上への避難となる。 

想定浸水深が、３m 以上となる渋谷駅周辺、渋谷川周辺については、３階以上の避難

先が必要になるため、その確保策を継続検討する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

避難所・自主避難施設の一覧（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/bosai/bosai-manual-map/manual.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/bosai/hinan/itiran.html
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６‐③‐２ 帰宅困難者受入施設の拡充・支援 

【防災課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 安全・安心なまちづくりのための大規模建築物に関する条例 
 

「安全・安心なまちづくりのための大規模建築物に関する条例」に基づき、延床面積

１万㎡を超える大規模建築物を新築する場合、帰宅困難者受入スペースを確保すること

を義務づけている。帰宅困難者受入施設の一覧や開設情報は「渋谷区防災ポータル」ま

たは「渋谷区防災アプリ」から確認することが出来る。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

渋谷区安全・安心なまちづくりのための大規模建築物に関する 

条例の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

関連事業名 帰宅困難者受入施設運営基本マニュアルの周知 
 

帰宅困難者受入施設を運営する事業者が施設を円滑に運営するために、平時に確認し

ておくべき基本事項を記載した「渋谷区帰宅困難者受入施設運営基本マニュアル」を作

成し、区ウェブサイトにて周知している。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

帰宅困難者受入施設運営基本マニュアルの概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kenchiku/kenchiku-jorei/daiken_kouken.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kenchiku/kenchiku-jorei/daiken_kouken.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/bosai/bosai-manual-map/kitakon-manual.html
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６‐③‐３ 在宅避難に向けた環境整備の推進 

【防災課、環境政策課、住宅政策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 防災講話による啓発【防災課】 
 

啓発を通して在宅避難に向けた環境整備を促進するため、地域に出張して災害への事

前の備えなどの話をする「防災講話」を実施する。 

 

関連事業名 防災マニュアルの配布【防災課】 
 

マンション管理者や居住者が防災に取り組む際に活用してもらうため作成した「渋谷

区マンション防災マニュアル」の配布や、「渋谷区防災ポータル」等で周知を行う。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

マンション防災マニュアルの概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

関連事業名 家庭用燃料電池システム設置助成事業【環境政策課】 
 

創エネルギーの観点においても、区内に家庭用燃料電池システムを普及することによ

り家庭部門における CO₂排出量の削減を促進するために、家庭用燃料電池システムの設

置を行う区民に対し、その経費の一部を助成する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

家庭用燃料電池システム設置助成事業の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/bosai/bosai-manual-map/mansionmanual.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kankyo/eco-kurashi/ene-farm.html
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関連事業名 東京とどまるマンション住宅登録制度の周知【住宅政策課】 
 

東京都が実施する災害時でも居住を継続できる性能を備えた集合住宅を東京とどま

るマンションとして登録・公開する制度について、区でも広く周知する。登録するこ

とで、東京都による PR や事業者の広告に東京とどまるマンション登録であることが表

示される。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

東京とどまるマンション情報登録・閲覧制度の概要 

（東京都住宅政策本部） 

〇二次元コード 

 

 

関連事業名 東京とどまるマンション普及促進事業の周知【住宅政策課】 
 

東京都では、「東京とどまるマンション」に登録している分譲マンションの管理組合

や賃貸マンションの所有者等を対象に、簡易トイレや、エレベーターに設置する防災

キャビネットなどの防災備蓄資器材の購入への補助を実施しているため、区でも広く

周知する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

東京とどまるマンション普及促進事業の概要 

（東京都住宅政策本部） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/lcp_juutakujoho.htm
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/lcp_juutakujoho.htm
https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02lcp-touroku/02fukyusokushin.html
https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02lcp-touroku/02fukyusokushin.html
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６‐③‐４ 発災時における自助・共助の力の底上げ 

【防災課】 
 

自主防災組織や避難所運営委員会等で実施する会議や訓練に防災課職員が参加して

助言を行い、活動を支援する。また各地域で実施する体験型防災訓練「渋谷防災キャラ

バン」で講話を実施する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

渋谷区防災キャラバンの概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

６‐③‐５ しぶや区ニュースやＳＮＳ等による防災関連情報の発信・周知 

【防災課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 しぶや区ニュースやＳＮＳ等による防災関連情報の発信・周知 
 

しぶや区ニュースおよび SNS（LINE、X など)等において、防災関連情報を広く周知す

る。 

 

 

６‐③‐６ 被災後の住宅の確保に向けた体制整備 

【木密・耐震整備課、都市計画課】    
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 被災建築物応急危険度判定訓練の実施【木密・耐震整備課】 
 

被災後の住宅確保に向けた平時からの備えとして、毎年度区職員及び建築関係団体に

所属する応急危険度判定員に対して、被災建築物応急危険度判定訓練を実施する。 

 

関連事業名 住宅の応急修理【都市計画課】 
 

災害のため住居が半壊、半焼の被害を受け、そのままでは居住できない場合であっ

て、応急的に修理すれば居住可能となり、かつ一定の所得水準である場合に、必要最

小限度の修理を行う。 

  

https://shibuya-bosai-caravan.tokyo/
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基本施策④ 犯罪等に強い安心な住宅・住環境の整備 
 

６‐④‐１ ワンルームマンション等の集合住宅の建築・管理に関する住環境整備 

【住宅政策課】 
 
渋谷区ワンルームマンション等建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例に基

づき、ワンルームマンション等建築物の建築に係る住環境の整備に関する基本的事項

を定め、地域における生活環境及び居住環境の維持及び向上を図り、もって良好な近

隣関係を形成する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

渋谷区ワンルームマンション等建築物の建築に係る住環境の整備

に関する条例の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

６‐④‐２ 防犯カメラの設置 
【安全対策課、公園課、産業観光課】 

 
通学路上の街頭に防犯カメラを設置することにより、子供や女性を狙った事案、街頭

犯罪、路上における迷惑行為等の抑止を図る。 

区立公園及び区立公衆便所等に防犯カメラを設置し区民の安全・安心に寄与する。 

区内の安全・安心でやさしいまちづくりの実現のため、区内の商店街が防犯設備を整

備し、その区域の防犯対策を強化することに対して、区が必要な助成を行う。 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/shisaku/jorei-toshin/one_room.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/shisaku/jorei-toshin/one_room.html
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６‐④‐３ しぶや安全・安心メール配信 

【防災課】 
 
区内で発生した犯罪や安全・安心に関する情報、および区内外の災害情報や各種防災

情報を、携帯電話、スマートフォンまたはパソコンにメールで配信するサービス。配信

を希望する情報、受信する時間を任意に設定することができる。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

しぶや安全・安心メールの概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

６‐④‐４ 自動通話録音機の無料貸出 

【安全対策課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 自動通話録音機貸与事業 
 

区内在住の高齢者の特殊詐欺被害等を防止し、安全と安心を確保するため自動通話録

音機を貸与する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

自動通話録音機貸与事業の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/bosai/bosai-shisetsu/anzen_mail.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/bohan/rokuonki/zidou_rokuon.html
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６‐④‐５ 住宅宿泊事業への監督・指導 

【生活衛生課】 
 
住宅宿泊事業法に基づき、住宅宿泊事業者・住宅宿泊管理業者への監督・指導を行う。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

住宅宿泊事業の届け出などの概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

６‐④‐６ 建築時における良好な景観形成の誘導 

【都市計画課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 渋谷区景観計画 
 

一定規模以上の建築物を建築する場合等は、景観に関する事前協議を行い、景観アド

バイザー又は景観審査会による指導・助言等を行う。（※住宅用途には限らない） 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

渋谷区景観計画の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kenko/eisei/kankyo/minpaku.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/keikan/keikan-plan/keikankeikaku.html
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【基本方針７】地域の特性を活かしてマネジメントできる 

居住者コミュニティの形成 

基本施策① 公共施設を活用したコミュニティ形成の支援 
 

７‐①‐１ 区営住宅の集会室等を活用した地域コミュニティ形成の促進 

【住宅政策課】 
 
区営住宅集会室において、住宅居住者および近隣住民を対象としたイベント（マルシ

ェ、音楽レクリエーション等）を行うことで、訪れた区営住宅等居住者と近隣住民との

関係を強化し、地域コミュニティ（相互扶助体制）形成を図る。 

 

 

７‐①‐２ 出張マルシェ等の交流促進 

【住宅政策課】 
 
区営住宅等において出張マルシェ（野菜の展示即売会）を行い、地域の交流を促進す

る。 
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基本施策② 多様で魅力ある住生活環境の実現に向けた地域コミュニティの活性化 
 

７‐②‐１ 町会における会員の加入や会員間の交流の促進・支援 

【地域振興課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 町会その他の地域共同体活動助成補助金 
 

町会の加入促進・課題解決・地域の活性化を促進する事業に対し補助金を交付する。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

町会その他の地域共同体活動助成補助金の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

７‐②‐２ 地域による単身高齢者等の見守り体制 

【高齢者福祉課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 セーフティネット見守りサポート事業 
 

認知症高齢者の増加や孤独死の防止等に対応するとともに、ひとり暮らしの高齢者、

高齢者のみの世帯及び日中独居の方で日常生活に不安がある方を対象として、本人・親

族からの相談、高齢者実態調査及び地域住民からの情報提供をもとに地域包括支援セン

ターが訪問調査を行っている。 

見守り事業を説明して本人の承諾後、地域包括支援センターごとに設置された安心見

守りサポート協力員と協議して見守り対象者とする。担当の協力員は定期的に訪問、電

話連絡等を行い、本人の要望に沿った見守り活動を行っている。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

セーフティネット見守りサポート事業の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

 

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/kurashi-joho/chiiki/town_block_association.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kenko/koreisha-seikatsu/koreisha-zaitaku/safety_s.html
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７‐②‐３ 開発諸制度等を活用したコミュニティ施設等設置の誘導 

【まちづくり課、渋谷駅周辺まちづくり課、都市計画課】 
 
開発諸制度等を活用し、地域の特性を活かしながら、コミュニティが活性化しやす

い施設やスペース等の設置を誘導する。地域でのまちづくり活動の更なる活性化を育

むとともに、一層のまちづくりの充実を図る。 

 

 

７‐②‐４ 住環境に関する対話の場づくり 

【まちづくり課、渋谷駅周辺まちづくり課、渋谷駅中心五街区課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 まちづくり協議会による対話の場の開催 
 

渋谷区内にある認定まちづくり協議会では、町会、商店会、各種地域団体等が参加し

地域が主体となってまちづくりを推進しており、住環境等に関する対話が活発に行われ、

地域コミュニティの活性化の役割を担っている。 

 

 

７‐②‐５ 外国人に対する住まい方のルール等に関する情報提供 

【文化振興課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 日本語教室 
 

日本語によるコミュニケーションが困難な区内在住・在勤の外国人が、地域で自立し

た日常生活を送ることができるようになることを目的として、初級の日本語教室を開催

している。今後、日本語教室の受講者に対し、ごみの捨て方など、日本で暮らすにあた

って知っておくべきルールやマナーについての情報を取り上げていく予定。 
 

詳細は、以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください 

〇リンク 

日本語教室の概要（渋谷区） 

〇二次元コード 

 

 

  

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/gaikoku-info/gaikoku-info/nihongo_school.html


 

65 

具
体
的
取
組
の
内
容
、
関
連
事
業 

第 

２ 

章 

７‐②‐６ 外国人の地域社会との交流支援 

【文化振興課】 
 
上記具体的取組を推進するために、以下の関連事業を実施する。 
 

関連事業名 国際交流事業 
 

外国人に対し、日本文化を学びながら、地域社会との交流・接点を持ってもらうこと

を目的として、地域団体と連携（共催）して実施する。年間４回実施する予定であり、

内容は年度ごとで様々だが、和装、けん玉体験、こけ玉作り、風鈴絵付け、川柳大会、

料理大会、お茶席体験、八丈太鼓体験など多岐にわたる。 
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各種調査結果 

（１）住宅・住環境に関する居住意向調査（令和元（2019）年） 

１）調査の概要 

〇調査の目的 

「渋谷区住宅・住環境に関する居住意向調査」は、区民の住宅や住環境に対する意

識・ニーズ等を把握し、調査結果の集計及び分析の結果を渋谷区の住宅政策に反映す

ることを目的として実施しました。 

 

〇調査の対象 

調査の対象者及び実施方法等については以下の通りとしました。 

 

調査対象 区内に住む満２０歳以上で６月末までに区内に在住の男女 

調査対象数 
３，１３８人 ※宛先不明による返送分を考慮して 

＋１５０人抽出（空家アンケート送付者等除外） 

抽出方法 住民基本台帳から５地域別に無作為で抽出 

調査方法 郵送による配布・回収 

記入方式 無記名回答方式 

調査期間 令和元（2019）年１０月７日（月）～１０月１８日（金） 

 

〇回収結果 

アンケート実施の結果は、配布数３，１３８通に対し、有効回収数８８３通、回収

率２８．１％となりました。 

 

区  分 発送数 回収数 回収率 

笹塚、幡ヶ谷、初台、本町 945 265 28.0% 

代々木上原、代々木八幡、参宮橋 498 153 30.7% 

代々木、千駄ヶ谷、原宿、神宮前 600 178 29.7% 

渋谷駅周辺地域 400 102 25.5% 

代官山、恵比寿、広尾 695 185 26.6% 

合 計 3,138 883 28.1% 

宛先不明分（31通）を除外した回

収率 

3,107 883 28.4% 

  

第３章 
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〇主な調査項目 

アンケートによる主な調査項目は以下のように設定しました。 

 

１ あなたの世帯について 

２ 住まいや居住環境に対する評価について 

３ 子育て期の住まいについて 

４ 今後の住まいについて 

５ あなたの世帯のご自宅等について 

６ マンション等の状況について 

７ 今後の住宅施策のあり方について 

 

〇調査結果における注意事項 

① 集計結果の百分率（％）の計算は、小数点以下第２位を四捨五入し、小数点

以下第１位までを表示しました。従って、構成比の数値を足し合わせて、 

１００％にならない場合があります。 

② 調査結果における５地域の区分は下図のとおりとします。 
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２）調査結果（単純集計） 

 

地域区分別構成比 

 

 

 

１ あなたの世帯について 

問１ あなたの世帯の人数の合計は次のうちどれですか。（○は１つだけ） 

 

 
 

  

30.0%

17.3%

20.2%

11.6%

21.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

笹塚、幡ヶ谷、初台、本町

代々木上原、代々木八幡、参宮橋

代々木、千駄ヶ谷、原宿、神宮前

渋谷駅周辺地域

代官山、恵比寿、広尾

40.0%

30.7%

14.8%

8.3%

3.6%

1.2%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１人

２人

３人

４人

５人

６人

無回答
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問２ あなたの世帯の中で、いちばん年齢が高い方といちばん年齢が低い方の年代は
次のうちどれですか（それぞれ○は１つだけ） 

 

【いちばん年齢が高い方】 

 

   

 

【いちばん年齢が低い方】 

 
 

  

5.5%

13.0%

15.1%

16.2%

7.9%

8.7%

10.1%

13.8%

8.2%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳～64歳

65歳～69歳

70歳～74歳

75歳～84歳

85歳以上

無回答

6.7%

8.6%

1.6%

8.5%

8.7%

8.2%

7.1%

7.0%

8.3%

35.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0歳～5歳

6歳～17歳

18歳～19歳

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

無回答
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問３ あなたの世帯の構成は次のうちどれですか。（○は１つだけ） 

 

 

 

問４ あなたの世帯で、以下に当てはまる方はいますか。１～２の項目ごとに「い
る」、「いない」のどちらかに○をしてください。 

 

【１.要支援または要介護認定を受けている方】 

 

 

【２.障害者手帳をお持ちの方】 

 

 

  

 

 

 

 

  

39.1%

23.7%

21.1%

1.5%

5.0%

2.0%

0.8%

2.6%

2.6%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単身世帯（同居者はいない）

夫婦のみ世帯

夫婦と子ども（未婚）の世帯（２世代）

夫婦と親の世帯（２世代）

ひとり親と子ども（未婚）の世帯（２世代）

夫婦と子ども（未婚）と親の世帯（３世代）

ひとり親と子ども（未婚）と親の世帯（３世代）

知人・友人・パートナー・同居人

その他

無回答

8.0%

87.9%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる

いない

無回答

7.0%

85.3%

7.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる

いない

無回答
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問５ あなたの世帯の最近１年間の収入（年金などを含む）はどのくらいですか。（○
は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ あなたの世帯の家賃（共益費・管理費含む）や住宅ローンの負担は１か月どの
くらいですか。（○は１つだけ） 

 

 

 

問７ あなたの世帯は今のご自宅に住んで何年になりますか。（○は１つだけ） 

 

 

5.4%

12.7%

19.5%

25.4%

9.1%

4.1%

1.7%

17.9%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2万円未満

2～5万円未満

5～10万円未満

10～20万円未満

20～30万円未満

30万円以上

わからない

負担はない

無回答

12.9%

15.6%

16.4%

20.0%

10.3%

22.3%

0.5%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２年未満

２年～５年未満

５年～10年未満

10年～20年未満

20年～30年未満

30年以上

わからない

無回答

13.0%

28.1%

31.1%

16.2%

6.6%

3.4%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200～500万円未満

500～1,000万円未満

1,000～2,000万円未満

2,000万円以上

わからない

無回答
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２ 住まいや居住環境に対する評価について 

問８ 現在住んでいる住宅についてどの程度満足されていますか。 
１～８の設問項目ごとに「１満足」、「２概ね満足」、「３やや不満」、「４不満」の

なかから、該当する番号に○をしてください。 

 

 
満足度＝｛（満足）×２点＋（概ね満足）＋（やや不満）×（-１）点＋（不満）× 

（-２）点｝÷｛（回答総数）-（無回答数）｝ 

【１.住宅の広さ・間取り】 

  

【２.耐震性や防災性（火災や台風、水害など）】 

  

 

 

 

 

0.463 

0.632 

0.634 

0.251 

0.596 

0.333 

0.030 

0.339 

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

1.住宅の広さ・間取り

2.耐震性や防災性

3.台所や浴室・トイレなどの給排水

4.遮音性や断熱性

5.防犯性

6.駐車場と駐輪場

7.高齢者や障がい者への対応

8.住宅ローンや家賃などの住宅に関する費用

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

満　足 232 26.3%

概ね満足 331 37.5%

やや不満 214 24.2%

不　満 90 10.2%

無回答 16 1.8%

合　計 883 100.0%

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

満　足 235 26.6%

概ね満足 386 43.7%

やや不満 168 19.0%

不　満 72 8.2%

無回答 22 2.5%

合　計 883 100.0%
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【３.台所や浴室・トイレなどの給排水】 

  

 

【４.遮音性や断熱性（音や熱の伝わりにくさ）】 

  

 

【５.防犯性（鍵などの防犯設備や視覚の有無など）】 

  

 

【６.駐車場と駐輪場】 

  

 

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

満　足 257 29.1%

概ね満足 359 40.7%

やや不満 171 19.4%

不　満 77 8.7%

無回答 19 2.2%

合　計 883 100.0%

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

満　足 180 20.4%

概ね満足 334 37.8%

やや不満 223 25.3%

不　満 127 14.4%

無回答 19 2.2%

合　計 883 100.0%

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

満　足 207 23.4%

概ね満足 404 45.8%

やや不満 195 22.1%

不　満 55 6.2%

無回答 22 2.5%

合　計 883 100.0%

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

満　足 179 20.3%

概ね満足 327 37.0%

やや不満 165 18.7%

不　満 127 14.4%

無回答 85 9.6%

合　計 883 100.0%



 

74 

各
種
調
査
結
果 

渋谷区住宅マスタープラン（しぶや多様・快適・安心すまいプラン）資料編 

第 

３ 

章 

【７.高齢者や障がい者への対応】 

 

【８.住宅ローンや家賃などの住宅に関する費用】 

 

  

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

満　足 163 18.5%

概ね満足 336 38.1%

やや不満 209 23.7%

不　満 91 10.3%

無回答 84 9.5%

合　計 883 100.0%

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

満　足 116 13.1%

概ね満足 334 37.8%

やや不満 253 28.7%

不　満 144 16.3%

無回答 36 4.1%

合　計 883 100.0%
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問９ ご自宅の周辺の環境について、どの程度満足されていますか。 
１～11の設問項目ごとに「１満足」、「２概ね満足」、「３やや不満」、「４不
満」「５わからない」のなかから、該当する番号に○をしてください。 

 

満足度＝ 
｛（満足）×２点＋（概ね満足）＋（やや不満）×（-１）点＋（不満）×（-２）点｝ 

÷｛（回答総数）-（無回答数）｝ 

 

  

0.550 

0.367 

0.414 

0.494 

0.609 

0.157 

0.583 

0.142 

0.330 

-0.034 

0.623 

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

1.地震や水害などの自然災害に対する安全性

2.住宅に接する道路や事故・犯罪に対する安全性

3.日当たり・風通し

4.静かさや落ち着いた雰囲気

5.にぎわいや華やかな雰囲気

6.生鮮食料品など日常的なお店の数や種類

7.医療・福祉施設などの数

8.教育環境や子どもの遊び場の数

9.みどりやまちなみ、景観の良さ

10.近隣に相談できる親しい人（親族以外）がいる

11.総合的な居住環境の満足度
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【１.地震や水害などの自然災害に対する安全性】 

 

 

【２.住宅に接する道路や事故・犯罪に対する安全性】 

 

 
【３.日当たり・風通し】 

 

 

【４.静かさや落ち着いた雰囲気】 

 

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

満　足 158 17.9%

概ね満足 422 47.8%

やや不満 147 16.6%

不　満 58 6.6%

わからない 78 8.8%

無回答 20 2.3%

合　計 883 100.0%

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

満　足 133 15.1%

概ね満足 415 47.0%

やや不満 187 21.2%

不　満 89 10.1%

わからない 37 4.2%

無回答 22 2.5%

合　計 883 100.0%

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

満　足 205 23.2%

概ね満足 365 41.3%

やや不満 168 19.0%

不　満 124 14.0%

わからない 5 0.6%

無回答 16 1.8%

合　計 883 100.0%

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

満　足 184 20.8%

概ね満足 421 47.7%

やや不満 144 16.3%

不　満 109 12.3%

わからない 6 0.7%

無回答 19 2.2%

合　計 883 100.0%
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【５.にぎわいや華やかな雰囲気】 

  

【６.生鮮食料品など日常的なお店の数や種類】 

 
 

【７.医療・福祉施設などの数】 

 
 

【８.教育環境や子どもの遊び場の数】 

 
 

 

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

満　足 127 14.4%

概ね満足 498 56.4%

やや不満 128 14.5%

不　満 53 6.0%

わからない 45 5.1%

無回答 32 3.6%

合　計 883 100.0%

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

満　足 148 16.8%

概ね満足 344 39.0%

やや不満 234 26.5%

不　満 135 15.3%

わからない 8 0.9%

無回答 14 1.6%

合　計 883 100.0%

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

満　足 168 19.0%

概ね満足 447 50.6%

やや不満 168 19.0%

不　満 56 6.3%

わからない 24 2.7%

無回答 20 2.3%

合　計 883 100.0%

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

満　足 85 9.6%

概ね満足 286 32.4%

やや不満 198 22.4%

不　満 70 7.9%

わからない 193 21.9%

無回答 51 5.8%

合　計 883 100.0%
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【９.みどりやまちなみ、景観の良さ】 

 

 

【10.近隣に相談できる親しい人（親族以外）がいる】 

 

 

【11.総合的な居住環境の満足度】 

 

 

  

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

満　足 126 14.3%

概ね満足 417 47.2%

やや不満 209 23.7%

不　満 88 10.0%

わからない 20 2.3%

無回答 23 2.6%

合　計 883 100.0%

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

満　足 109 12.3%

概ね満足 285 32.3%

やや不満 186 21.1%

不　満 173 19.6%

わからない 106 12.0%

無回答 24 2.7%

合　計 883 100.0%

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

満　足 140 15.9%

概ね満足 513 58.1%

やや不満 153 17.3%

不　満 50 5.7%

わからない 11 1.2%

無回答 16 1.8%

合　計 883 100.0%
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問 10 ご自宅の周辺の環境について、住環境を妨げると思われる要因はあります
か。１～９の設問項目ごとに「１そう思う」、「２やや思う」、「３思わな
い」、「４わからない」のなかから、該当する番号に○をしてください。 

 

  

 

満足度＝ 
｛（そう思う）×２点＋（やや思う）＋（思わない）×（-２）点＋（わからない）× 

０点｝÷｛（回答総数）-（無回答数）｝ 

 

 

 

  

-0.097 

-0.518 

-0.765 

-0.427 

-0.278 

-0.898 

-0.900 

-1.033 

-0.734 

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

1.日陰や風害などが生じる大規模な建物の増加

2.小さい宅地や狭小住宅などのミニ開発の増加

3.管理不全な空き地や空き家の増加

4.ワンルーム（単身世帯向け）マンションの増加

5.民泊や宿泊施設の増加

6.若者などが集う娯楽施設の増加

7.夜間営業の飲食店（バーやナイトクラブなど）の増加

8.遊技場（パチンコ店など）や風俗営業店の増加

9.駐車場（コインパーキングなど）の増加
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【１.日陰や風害などが生じる大規模な建物の増加】 

   

 

【２.小さい宅地や狭小住宅などのミニ開発の増加】 

   

 

【３.管理不全な空き地や空き家の増加】 

   

 

【４.ワンルーム（単身世帯向け）マンションの増加】 

   

  

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

そう思う 185 21.0%

やや思う 274 31.0%

思わない 364 41.2%

わからない 39 4.4%

無回答 21 2.4%

合　計 883 100.0%

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

そう思う 106 12.0%

やや思う 219 24.8%

思わない 438 49.6%

わからない 96 10.9%

無回答 24 2.7%

合　計 883 100.0%

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

そう思う 87 9.9%

やや思う 167 18.9%

思わない 499 56.5%

わからない 106 12.0%

無回答 24 2.7%

合　計 883 100.0%

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

そう思う 117 13.3%

やや思う 220 24.9%

思わない 410 46.4%

わからない 111 12.6%

無回答 25 2.8%

合　計 883 100.0%
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【５.民泊や宿泊施設の増加】 

   

 

【６.若者などが集う娯楽施設の増加】 

   

 

【７.夜間営業の飲食店（バーやナイトクラブなど）の増加】 

   

 

【８.遊技場（パチンコ店など）や風俗営業店の増加】 

   

  

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

そう思う 140 15.9%

やや思う 190 21.5%

思わない 354 40.1%

わからない 173 19.6%

無回答 26 2.9%

合　計 883 100.0%

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

そう思う 69 7.8%

やや思う 135 15.3%

思わない 522 59.1%

わからない 133 15.1%

無回答 24 2.7%

合　計 883 100.0%

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

そう思う 86 9.7%

やや思う 120 13.6%

思わない 533 60.4%

わからない 121 13.7%

無回答 23 2.6%

合　計 883 100.0%

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

そう思う 98 11.1%

やや思う 67 7.6%

思わない 576 65.2%

わからない 120 13.6%

無回答 22 2.5%

合　計 883 100.0%
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【９.駐車場（コインパーキングなど）の増加】 

   

 

問 11 ご自宅周辺の空き家や空き室の状況についてどのように思われています
か。（○は１つだけ） 

 

 

     

 

 

 

 

 

問 11で「１.空き家や空き室が増えている」を選ばれた方は、問 11-１についてもお
答えください。 
問 11-１ ご自宅周辺の空き家や空き室が増えると不安に思うことはありますか。
（○は１つだけ） 

 

 

 

選　　　択　　　肢 回答数 構成比

そう思う 52 5.9%

やや思う 227 25.7%

思わない 482 54.6%

わからない 101 11.4%

無回答 21 2.4%

合　計 883 100.0%

32.9%

27.1%

17.6%

2.4%

5.9%

5.9%

1.2%

4.7%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

防犯面での不安（治安の悪化など）

環境面での不安（雑草や悪臭など）

防災面での不安（火災の危険性など）

まちなみや景観の悪化

近所づきあいや地域の交流の減少

地域や物件の資産価値の低下

わからない

その他

無回答

9.6%

32.8%

3.7%

9.5%

42.0%

0.7%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

空き家や空き室が増えている

変わらない（増えていない・減っていない）

空き家や空き室が減っている

空き家や空き室が問題とは思わない

わからない

その他

無回答
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３ 子育て期の住まいについて 

 

問 12 子育て期の親世帯との同居（一緒に住む）や近居（近所に住む）、高齢期の子
ども世帯との同居や近居について希望はありますか。（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 13は今後、子育てを行う世帯の方、または、子育て中の世帯の方のみお答えくだ
さい。 
問 13 子育て期の住まいに関して不安に思うことはありますか。（○は１つだけ） 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.7%

5.9%

3.2%

0.9%

0.1%

0.3%

3.5%

4.5%

6.3%

0.3%

72.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

遮音性や断熱性（音や熱の伝わりにくさ）の確保

子ども部屋や必要な広さの確保

子どもの通学に便利な場所かどうか

古い浴室や台所など設備の更新

エレベーターの設置

ご自宅の借家契約の更新

家賃や住宅ローンの負担増加

特にない

わからない

その他

無回答

10.8%

9.1%

2.4%

12.3%

0.6%

6.5%

13.9%

33.0%

11.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子ども（または親）と同居を継続する

子ども（または親）と近居を継続する（近くに居住）

今後同居したい

同居はしない

近居はしない

今後近居したい

同居も近居もしない

わからない

無回答
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４ 今後の住まいについて 

 

問 14 今後の住まいについて、あなたの世帯の考えに最も近いものはどれですか。
（○は１つだけ） 

 

 

 

  

46.0%

3.6%

11.0%

17.9%

13.7%

6.0%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在の自宅にそのまま住み続ける

いずれは建替えをして現在の場所に住み続ける

修繕や模様替え・増改築など（リフォーム）をして現在

の自宅に住み続ける

現在の自宅に住み続けたいがやむを得ず住み替えをする

必要がある

現在の自宅は不満があるため住み替えをする

その他

無回答
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問 14で「４.現在の自宅に住み続けたいがやむを得ず住み替えをする必要がある」
または「５.現在の自宅は不満があるため住み替えをする」を選ばれた方は、問 14-
１もお答えください。 
問 14-１ 現在の住宅に住み続けられない、または、住み替えをする理由は何です

か。（あてはまるもの３つまで○） 

 

 

 

  

16.1%

12.2%

9.7%

20.4%

48.0%

24.0%

16.8%

2.5%

5.0%

2.5%

2.2%

2.5%

6.8%

1.4%

1.4%

14.7%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就職や転職、仕事の都合のため

結婚、独立のため

親または子どもと同居や近居をするため

子どもの成長や自分の老後などに備えるため

住宅の広さや設備に不満があるため

住宅の家賃やローン返済の負担が大きいため

日当たりや風通し、騒音などの問題があるため

災害や治安などに対する不安があるため

通勤・通学・買い物などに不便なため

緑や子どもの遊び場など住環境がよくないため

子どもの保育や教育などの環境がよくないため

ご近所付き合いに問題があるため

バリアフリーでなく住みにくくなったため

自宅や近所で医療・福祉サービスが受けられないため

省エネルギー化などに対応できないため

その他

無回答
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問 15 ご高齢になった時（既にご高齢の方も含む）の住宅事情として希望されるも
のはどれですか。（○は１つだけ） 

 

 

 

  

38.8%

9.5%

10.1%

7.2%

2.5%

1.8%

1.1%

3.6%

5.3%

7.7%

1.5%

2.2%

4.2%

4.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

これまでどおり住み慣れた自宅に暮らしたい

自宅を高齢者が住みやすいようにバリアフリー化改善などを行っ

て暮らしたい

利便性のよい場所に自宅を購入し、引っ越して暮らしたい

利便性のよい場所に自宅を借り、引っ越して暮らしたい

子ども世帯の近所に引っ越して助け合いながら暮らしたい

子どもや親族と一緒に暮らしたい

二世帯住宅で家族と一緒に暮らしたい

子どもの成長、独立に合わせて間取りを変えながら暮らしたい

バリアフリー化され一定のサービスが受けられる住宅で暮らした

い（サービス付き高齢者住宅など）

介護や福祉サービスを受けられるなど安心した生活ができる施設

で暮らしたい（老人ホームなど）

隣近所の人たちと家事や育児を助け合う集合住宅で暮らしたい

（コレクティブハウスなど）

食堂や団らん室などの共同生活の場を備えた住宅で暮らしたい

（グループホーム・シェアハウスなど）

その他

無回答
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５ あなたの世帯のご自宅等について 

 

問 16 あなたの世帯のご自宅は次のうちどれですか。（○は１つだけ） 

 

 

 

問 17は問 16で「３.マンション・アパート（借家）」と回答された方のみお答え

ください。 
問 17 今後の住まいの確保について不安に思うことはありますか。（○は１つだけ） 

 

 

 

  

28.0%

28.1%

33.6%

2.9%

2.2%

1.8%

0.0%

0.5%

1.7%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一戸建て（持ち家）

分譲マンション（持ち家）

マンション・アパート（借家）

公共住宅（区営・都営・公社・都市再生機構(UR)）

社宅・官舎・寮

一戸建て（借家）

住み込みなど（家賃なしの場合）

わからない

その他

無回答

5.7%

26.6%

14.1%

9.1%

3.4%

1.0%

1.0%

26.6%

2.7%

9.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在の自宅を更新できるかどうか

家賃の支払い

住み替えや借り替え時の住宅の確保

住み替えや借り替え時の契約（保証人等）

高齢者に適した住宅（バリアフリー）の確保

介護サービス等が利用しやすい住宅の確保

近所づきあいや地域の助け合い

特になし、わからない

その他

無回答
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問 18は問 16で「１.一戸建て（持ち家）」、「２.分譲マンション（持ち家）と回答
された方のみお答えください。 
問 18 今のご自宅で不安や心配なことはありますか。（○は１つだけ） 

 

 

 

14.3%

2.4%

14.5%

3.6%

9.3%

13.5%

23.4%

4.2%

14.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相続の手続き（遺言作成など）

今後住む人がいなくなること

リフォームや解体した場合の費用

建替えができない

どうするか決まっていない（困っている）

わからない・考えたことがない

不安や心配なことはない

その他

無回答
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６ マンション等の状況について 

 

問 19は問 16で「２.分譲マンション（持ち家）」「３.マンション・アパート（借
家）」「４.公共住宅」「５.社宅・官舎・寮」と回答された方のみお答えください。 
問 19 ご自宅のマンション等の状況について次の a～d毎に教えてください。 

 

【a.階数（○は１つだけ）】 

 

 

【b.エレベーター設置状況（○は１つだけ）】 

 
 

【c.戸数（○は１つだけ）】 

 

       

 

39.5%

21.4%

17.3%

6.6%

7.1%

1.4%

6.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

３階以下

４階～５階

６階～８階

９階～11階

12階～19階

20階以上

無回答

69.5%

26.3%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

エレベーターは設置されている

エレベーターは設置されていない

無回答

33.1%

11.0%

17.6%

14.6%

8.5%

4.6%

4.7%

5.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

19戸以下

20～29戸

30～49戸

50～99戸

100～199戸

200戸以上

わからない

無回答
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【d.入居世帯の状況（○は１つだけ）】 

 

 

問 20、問 21、問 22、問 23は問 16で「２.分譲マンション（持ち家）」と回答された
方のみお答えください。 
問 20 ご自宅のマンションの管理の状況について次の a～c毎に教えてください。 

 

【a. 管理組合の総会について（○は１つだけ）】 

 
 

【b.修繕積立金について（○は１つだけ）】 

 

      

【c.管理人について（○は１つだけ）】 

 

        

 

 

 

 

  

20.2%

5.9%

7.1%

5.8%

16.1%

32.0%

7.8%

5.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

若い単身世帯が多い

高齢の単身世帯が多い

夫婦のみの世帯が多い

高齢の夫婦のみ世帯が多い

親と子どものファミリー世帯が多い

わからない

その他

無回答

92.3%

4.0%

2.4%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

開催している

開催していない

わからない

無回答

93.1%

2.8%

2.4%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あ る

な い

わからない

無回答

86.3%

11.3%

1.2%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

い る

いない

わからない

無回答
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問 21 ご自宅のマンションの共用部のうち、修繕が必要と思われる部分はあります
か。（○は１つだけ） 

 

 

 

 

問 22 ご自宅のマンションについて、課題と思われることはありますか。 
（あてはまるもの３つまで○） 

 

 

 

  

6.0%

11.7%

5.2%

3.2%

4.0%

65.7%

4.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

外壁

給排水

雨漏り

廊下・階段

エレベーター（設置も含む）

な し

無回答

22.6%

24.6%

12.1%

19.0%

2.4%

4.4%

16.1%

23.8%

3.2%

5.2%

14.5%

16.1%

20.6%

8.1%

5.2%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

居住者の高齢化

役員の担い手不足

ゴミ出しや騒音などのトラブル

居住ルールを守らない居住者の増加

居住者間のトラブル

マンション内の防犯対策の不足

水漏れなど老朽化した設備（給排水管など）

管理費や修繕積立金の負担

賃貸住戸や空き住戸の増加（防犯面での不安）

違法な民泊などの住居以外の住戸の増加

修繕積立金の不足

大規模修繕工事の実施

建替え（将来的な建替えの時期や進め方など）

わからない

その他

無回答
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問 23 ご自宅のマンションの課題を解決するために必要なことは何だと思います
か。（あてはまるもの２つまで○） 

 

 

 

  

14.1%

8.1%

14.5%

35.5%

13.3%

2.4%

32.3%

6.9%

6.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

マンション管理の専門家の派遣

マンション管理セミナー・相談会の開催

防犯対策に対する助成

耐震診断や改修工事に対する助成

共用部の修繕の実施

管理会社の導入

特にない

その他

無回答
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７ 今後の住宅施策のあり方について 

 

問 24 住宅施策に関して渋谷区に期待することは何ですか。（あてはまるもの３つま
で○） 

 

 

 

 

  

11.0%

5.8%

15.4%

7.0%

5.8%

17.2%

10.9%

11.0%

13.9%

15.5%

14.6%

2.8%

33.1%

25.4%

6.8%

10.4%

13.8%

9.2%

8.3%

4.8%

4.2%

4.6%

5.5%

0% 10% 20% 30% 40%

世代・家族構成に応じた住宅選択がしやすい仕組みづくり

親や子どもとの近居・隣居に対する支援

子育て世帯が住み続けることができる支援

地域交流や近所つきあいの支援

多様な個性を持つ人も住みやすい居住環境の整備

高齢者や障がい者が暮らしやすい住宅の供給

高齢者や障がい者等の入居や住み替えの支援

環境に優しい住まいの普及や住環境の整備

まちなみや景観形成の促進

住み続けて愛着を持てる住環境の整備

閑静な住宅地の保全に関する支援

にぎやかで便利な住環境の整備

災害に強い住まいの普及や防災対策

犯罪に強い住まいの普及や防犯対策

空き家や空き室の有効活用への取組支援

住宅の耐震診断や耐震改修への支援

住宅の建替えやリフォームのための支援

マンションの適切な維持・管理に関する支援

良質で多様な民間賃貸住宅の供給誘導

職場の近くに住めるような支援

住宅等に関する相談窓口や情報提供の充実

その他

無回答
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（２）住宅確保要配慮者の居住に関する実態調査（令和元（2019）年） 

１)調査の概要 

〇調査の目的 

「渋谷区住宅マスタープラン（しぶや多様・快適・安心すまいプラン）」（以下、本

プラン）の策定にあたり、統計データ等では把握が難しい区内の高齢者や障がい者な

どの住宅確保要配慮世帯が賃貸住宅に入居する際に困っていることや課題、賃貸住宅

オーナーの住宅確保要配慮者の入居に関する意識などについて、住宅関連事業者や住

宅確保要配慮者に対する支援を行う団体などに対し、ヒアリングにより現状や課題を

把握し、これを課題整理や目標設定、施策立案に反映するために実態調査を実施しま

した。 

 

〇住宅確保要配慮者の範囲 

住宅セーフティネット改正法において、「住宅確保要配慮者の範囲」は、低額所得

者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯と定められています。 

なお、低額所得者は、公営住宅法に定める算定方法による月収（政令月収）が１５

万８千円以下の世帯となります。子育て世帯は、１８歳未満の子供がいる世帯だが、

１８歳となった子どもが年度末に至るまでの間も子育て世帯として扱われ、これらに

加えて、省令において、外国人などが定められています。 

さらに、地方公共団体が供給促進計画を定めることにより、住宅確保要配慮者を追

加することができます（例えば、新婚世帯や LGBT など）。 

 

出典：住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法） 

の一部を改正する法律 
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〇実施概要 

「住宅確保要配慮者の居住に関する実態調査」の調査方法及び調査期間は以下のと

おりです。 

 

 調査方法：住宅確保要配慮者の種別ごとにサンプリングし、ヒアリング対象者

（当事者又は支援者、仲介者）にヒアリング調査（対面によるヒアリング又は

ヒアリングシートの提出）を行う。 

 調査期間：令和元（2019）年１１月下旬 ～ 令和２（2020）年１月中旬 

 

〇調査対象と調査件数 

調査対象と調査件数は住宅確保要配慮者の種別により下表のとおりです。 

なお、対象者へのヒアリングと作成したヒアリングシートへの記入により調査を行

い、調査件数は合計で５８件となりました。 

 

種別 対象者 ヒアリング等対象団体等 ヒアリング 
ヒアリング 
シート件数 

低額 
所得者 

支援者 
生活福祉課 生活支援主査 
社会福祉法人 渋谷区社会福祉協
議会 

２件 - 

高齢者 
当事者 
支援者 
仲介者 

区営住宅入居者 
地域包括支援センター 
不動産会社 

４件 13件 

障がい者 
（身体）  

当事者 

渋谷区肢体不自由児者父母の会 
渋谷区重症心身障害児（者）を守る
会 
渋谷区身体障害者福祉協会 

２件 ３件 

障がい者 
（知的） 

当事者 
支援者 

NPO法人渋谷なかよしぐるーぷ 
認定 NPO法人ぱれっと、 
渋谷区手をつなぐ親の会 

３件 - 

障がい者 
（精神） 

当事者 
支援者  

障がい者通所施設 
（ストライド、すみれ工房、はらっぱ） 
グループホームマメッソ 

５件 ２件 

障がい者 
当事者 
支援者 

区営住宅入居者 
基幹相談支援センター等 

１件 12件 

子育て 
世帯 

支援者 
仲介者 

本町子育て支援センター 
不動産会社 

２件 ４件 

外国人 仲介者 不動産会社 - ４件 

その他 児童養護施設広尾フレンズ - １件 

ヒアリング等件数 計  58件 
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〇ヒアリング結果 

調査を行った合計５８件について、住宅確保要配慮者の種別ごとに要点をまとめた

ものは以下のとおりです。 

 

対象種別 ヒアリング結果を踏まえた要点 

低額 

所得者 

 家族と疎遠で保証人探しに困っていたり、緊急連絡先も無く、借入や滞
納をしている方がみられる。 

 緊急連絡先が無いと入居を断られるため、緊急連絡先がなくても引き
受けてくれる支援団体等が必要。 

 生活の立て直しのため、一時的な住宅受け皿を用意し、生活保護にな
らないような仕組みづくりが必要。 

高齢者 

 新規に契約してくれる大家がいない、現住居が建替えで契約更新でき
ないなどの不安を抱えている方々が多い。 

 高齢者で保証人がいなくても借りられるような住まい探しの仕組みや制
度を期待する方々が多い。 

 エレベーターのない２階以上の建物に住まざるを得ず、日常的に身体
面での困難をきたす方々がいる。 

 ８０歳以上の単身者は、ほぼ終身居住のため、孤独死が起きた場合な
どオーナー側のリスクとなる。 

 入居者が死亡しても保証人や身元引受人が現れない等の際に、行政
の支援制度があれば安心して対応できる。 

 高齢者向けの受け入れ物件がかなり少ないため、バリアフリー設備は
不十分なものになってしまう。 

 高齢者向けスマートホームヘルスケア（見守りサービス、健康状態のモ

ニタリング等）が普及しつつある。 
 センサーデータで家族の代わりに見守りや介護等を代替する IoT や AI

の技術の普及が期待される。 

障がい者 

（身体） 

 不動産屋に相談しても、跨いで入れる浴槽が備わった高齢者・障がい
者が住める物件が少ない。 

 賃貸住宅オーナー等に対するバリアフリー改修補助が必要。 

 公営住宅の１階部分や空きマンションを活用した障がい者向け住宅を
供給できないか。 

 

 

  



 

97 

各
種
調
査
結
果 

第 

３ 

章 

対象種別 ヒアリング結果を踏まえた要点 

障がい者 

（知的） 

 車いすでも通行可能なマンション等を探す必要がある。さらに住居内の
改修等も必要である。 

 住まい・まちに段差が目立ち、日常生活に支障がある。健常者との見
解の相違に苦慮している。 

 マンション共用部分のユニバーサルデザイン普及のためには、居住者
の合意形成がネックであり啓発が必要。 

 障がい者から発せられる奇声のため、近隣からの苦情に苦慮してい
る。二重窓など防音対策が必要。 

 災害時に避難場所にたどり着けるか不安である。高齢者・障がい者の
視点での、災害に備えたまちづくりが必要。 

 駅前などを移動するとき街が物理的に分断しており、障がい者にとって
はバリアフリーからほど遠い。 

障がい者 

（精神） 

 グループホームから自立するため住まい探しをしても、保証人がいな
い、保証会社に頼むお金もない。 

 障がい者に理解のある不動産屋がどこにあるのかわからない。 
 精神障がい者への仲介業者を通じた住宅確保が困難。住宅市場にお

ける理解不足が顕在している。 
 住居に関する総合的な相談窓口の設置が望ましい。福祉行政と不動

産業界などの連携が必要。 
 家族（親）の高齢化に伴い、障がい者（子）への介護力の低下が懸念さ

れる。 
 障がい者を抱える家族のライフステージの変化に対応した住生活の支

援が必要。 
 精神障がい者グループホームに対して、助成制度や住宅物件とのマッ

チングなどの支援をお願いしたい。 

 緊急時対応を要する介護従事者のための住宅確保支援として、情報
提供や家賃助成をお願いしたい。 

子育て 

世帯 

 子育て相談の際に住宅に関する相談を受けることがある。住まいの相
談窓口が明確になれば支援しやすい。 

 シングルマザーでも保証会社が付けば入居を断られることはない。 

 シングルマザーの低所得者には、入居のための初期費用の補助など
行政支援が必要。 

 ３０歳代の共働き子育て世帯で、渋谷区に住みたいが、家賃が高く住
み続けることが難しいケースが多い。 

 家族が増え住まいを広くすると家賃が高額になるため、生活圏を変え
ずに隣の中野区へ転居する方もみられる。 
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対象種別 ヒアリング結果を踏まえた要点 

外国人 

 不動産業者には、おもに中国人、韓国人、インド人などの単身就労者
の住宅物件の相談がみられる。 

 日本の生活習慣や日本語の理解度によっては、トラブル予防のため入
居を断らざるを得ないケースも考えられる。 

 外国語対応が可能な不動産業者は少ないので、第三者を介しての説
明など対応可能な人材紹介が必要。 

 外国人のニーズに応えるため、外国人の入居に対して理解のあるオー
ナーを探し交渉する必要がある。 

 

 

２）調査結果 

「住宅確保要配慮者の居住に関する実態調査」のまとめとして、①は住宅・土地統

計調査などから把握できるもの、②は実際のヒアリング結果から当事者や支援者、仲

介者などの関係者の問題意識についてまとめました。 

③はヒアリングの中で課題や解決策が出されたものをまとめ、最後に調査結果のま

とめとして３つの項目で整理しました。 
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項目 調査結果の要点 

①統計等に

よる現状

把握 

・単身高齢者による民間借家居住が増加傾向にある。 
・要介護者が増加傾向にある。また、障がい者（特に精神障がい者）
が増加傾向にある。 

・子育て世帯の急増とともに、ひとり親世帯も増加している。 

②関係者の

問題意識 

・不動産屋に相談しても高齢者・障がい者が住める物件が少ない。
（浴槽に跨いで入れない等） 

・車いすでも通行可能なマンション等を探す必要がある。（さらに住
居内の改修等も必要） 

・住まい・まちに段差が目立ち、日常生活に支障がある。（健常者と
の見解の相違に苦慮） 

・障がい者から発せられる奇声のため、二重窓など防音対策が必要。
（近隣からの苦情に苦慮） 

・家族（親）の高齢化に伴い、障がい者（子）への介護力の低下が懸
念される。（先々の変化を見据えた住まい方の選択に苦慮） 

・精神障がい者への仲介業者を通じた住宅確保が困難。（住宅市場に
おける理解不足が顕在） 

③課題や解

決策など

の提案 

・住居に関する総合的な相談窓口の設置（福祉行政と不動産業界な
ど） 

・賃貸住宅オーナー等に対するバリアフリー改修補助。 
・マンション共用部分のユニバーサルデザイン普及に向けた啓発。
（居住者の合意形成がネック） 

・高齢者・障がい者の視点での、災害に備えたまちづくり。（避難場
所にたどり着けるか不安） 

・障がい者を抱える家族のライフステージ変化に対応した住生活の
支援。 

・IoT の支援技術を活用した住まいづくり。（介護、看護、医療を受
けやすい環境整備） 

・精神障がい者グループホームに対する支援（助成制度、住宅物件と
のマッチング支援等） 

・公営住宅の１階部分や空きマンションを活用した障がい者向け住

宅の供給 
・緊急時対応を要する介護従事者のための住宅確保支援（情報提供、
家賃助成） 

④まとめ 

・住宅確保要配慮者の生活実態や抱える実情に即した住宅が、十分
に供給されていない。 

・住宅市場の側の理解不足もあり、住宅確保要配慮者に適した賃貸
住宅の確保が容易でない。 

・住宅確保要配慮者を取り巻くライフステージの変化に対応した、
切れ目の無い支援が重要。 
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（３）分譲マンションの管理に関する実態調査（令和元（2019）年） 

１）調査概要 

〇調査目的 

本プランの策定にあたり、分譲マンションの管理の状況について、当該マンション

の管理に詳しい方に主に管理状況についてヒアリングを行い、現状や課題を把握し、

これを課題整理や目標設定、施策立案に反映するために実態調査を実施しました。 

 

〇調査方法 

「分譲マンションの管理に関する実態調査」の調査方法は以下のとおりです。 

 

１．対象マンションの抽出 

・東京都マンションデータベースを用いて区内の調査対象マンションを抽出 

 

２．プレ調査 

・調査対象マンションについて外観目視調査を実施（外観目視調査よりヒアリング

対象をＡ～Ｄランクに分類） 

 

３．ヒアリング調査 

・外観目視調査を実施した分譲マンションに関して、管理会社、管理組合または区

分所有者等、実態をよく知る方へのヒアリングを実施 

 

〇調査対象 

東京都マンションデータベースにおける渋谷区内の分譲マンション（３，４０１

棟）を対象に、以下の手順で抽出を行いました。 

 

１．住宅以外と思われる物件を除外 ⇒ 抽出結果：２，５０６棟 

２．築３０年以上の（平成元（1989）年以前に建設された）分譲マンションを抽出 

  ⇒ 抽出結果：１，２８０棟 

３．マンション名称不明の物件を除外 ⇒ 抽出結果：１，２０３棟 

４．区内を５地域別に分け抽出した分譲マンション（１，２０３棟）を集計 

５．さらに戸数及び建築年数区分（Ⅰ～Ⅲ）別に分譲マンションを集計 

（１，２０３棟） 
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【抽出結果：地域別・戸数別集計表】 

 

規模・地域 

笹塚 

幡ヶ谷 

初台 

本町 

代々木上原 

代々木八幡 

参宮橋 

代々木 

千駄ヶ谷 

原宿 

神宮前 

渋谷駅 

周辺地域 

代官山 

恵比寿 

広尾 

計 

20戸未満 86  130  164  99  124  603  

20～60戸未

満 
84  54  133  73  86  430  

60～100戸

未満 
19  ２  33  20  36  110  

100戸以上 15  １  13  14  ８  51  

不明 １  １  ４  ２  １  ９  

計 205  188  347  208  255  １,203  

 

【抽出結果：建築年数区分別・地域別集計表】 

 

①笹塚、幡ヶ谷、初台、本町 

 

戸数・ 

建築時期 

建築年数Ⅰ 

30～34年 

昭和 60（1985）

年～平成元

（1989）年 

建築年数Ⅱ 

35～39年 

昭和 55（1980）

年～昭和 59

（1984）年 

建築年数Ⅲ 

40年～ 

～昭和 54

（1979）年 

計 

20戸未満 26 21 39 86 

20～60戸 

未満 
17 30 37 84 

60～100戸 

未満 
３ ５ 11 19 

100戸以上 ３ ４ ８ 15 

計 49 60 95 204 
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②代々木上原、代々木八幡、参宮橋 

 

戸数・ 

建築時期 

建築年数Ⅰ 

30～34年 

昭和 60（1985）

年～平成元

（1989）年 

建築年数Ⅱ 

35～39年 

昭和 55（1980）

年～昭和 59

（1984）年 

建築年数Ⅲ 

40年～ 

～昭和 54

（1979）年 

計 

20戸未満 47 42 41 130 

20～60戸 

未満 
７ 15 32 54 

60～100戸 

未満 
０ ０ ２ ２ 

100戸以上 ０ ０ １ １ 

計 54 57 76 187 

 

 

③代々木、千駄ヶ谷、原宿、神宮前 

 

戸数・ 

建築時期 

建築年数Ⅰ 

30～34年 

昭和 60（1985）

年～平成元

（1989）年 

建築年数Ⅱ 

35～39年 

昭和 55（1980）

年～昭和 59

（1984）年 

建築年数Ⅲ 

40年～ 

～昭和 54

（1979）年 

計 

20戸未満 33 47 84 164 

20～60戸 

未満 
６ 27 100 133 

60～100戸 

未満 
３ ６ 24 33 

100戸以上 ０ ２ 11 13 

計 42 82 219 343 
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④渋谷駅周辺 

 

戸数・ 

建築時期 

建築年数Ⅰ 

30～34年 

昭和 60（1985）

年～平成元

（1989）年 

建築年数Ⅱ 

35～39年 

昭和 55（1980）

年～昭和 59

（1984）年 

建築年数Ⅲ 

40年～ 

～昭和 54

（1979）年 

計 

20戸未満 22 29 48 99 

20～60戸 

未満 
４ 30 39 73 

60～100戸 

未満 
２ ４ 14 20 

100戸以上 ０ ２ 12 14 

計 28 65 113 206 

 

 

⑤代官山、恵比寿、広尾 

 

戸数・ 

建築時期 

建築年数Ⅰ 

30～34年 

昭和 60（1985）

年～平成元

（1989）年 

建築年数Ⅱ 

35～39年 

昭和 55（1980）

年～昭和 59

（1984）年 

建築年数Ⅲ 

40年～ 

～昭和 54

（1979）年 

計 

20戸未満 48 39 37 124 

20～60戸 

未満 
12 28 46 86 

60～100戸 

未満 
９ 12 15 36 

100戸以上 １ ３ ４ ８ 

計 70 82 102 254 

 ※戸数不明を除く（1,203棟 ⇒ 1,194棟） 
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【プレ調査対象マンションの抽出結果】 

※各カテゴリー１棟を抽出（ただし棟数が多いカテゴリーについては２棟抽出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笹塚、幡ヶ谷、初台、本町
建築年数Ⅰ
30～34年
1985～1989

建築年数Ⅱ
35～39年
1980～1984

建築年数Ⅲ
40年～
～1979

計

20戸未満 1 1 2 4
20～60戸未満 1 1 1 3
60～100戸未満 1 1 1 3
100戸以上 1 1 1 3

計 4 4 5 13

代々木上原、代々木八幡、参宮橋
建築年数Ⅰ
30～34年
1985～1989

建築年数Ⅱ
35～39年
1980～1984

建築年数Ⅲ
40年～
～1979

計

20戸未満 1 1 2 4
20～60戸未満 1 1 1 3
60～100戸未満 0 0 1 1
100戸以上 0 0 1 1

計 2 2 5 9

代々木、千駄ヶ谷、原宿、神宮前
建築年数Ⅰ
30～34年
1985～1989

建築年数Ⅱ
35～39年
1980～1984

建築年数Ⅲ
40年～
～1979

計

20戸未満 1 1 2 4
20～60戸未満 1 1 2 4
60～100戸未満 1 1 2 4
100戸以上 0 1 1 2

計 3 4 7 14

渋谷駅周辺地域
建築年数Ⅰ
30～34年
1985～1989

建築年数Ⅱ
35～39年
1980～1984

建築年数Ⅲ
40年～
～1979

計

20戸未満 1 1 2 4
20～60戸未満 1 1 1 3
60～100戸未満 1 1 1 3
100戸以上 0 1 1 2

計 3 4 5 12

代官山、恵比寿、広尾
建築年数Ⅰ
30～34年
1985～1989

建築年数Ⅱ
35～39年
1980～1984

建築年数Ⅲ
40年～
～1979

計

20戸未満 1 1 1 3
20～60戸未満 1 1 2 4
60～100戸未満 1 1 1 3
100戸以上 1 1 1 3

計 4 4 5 13
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戸数・ 

建築時期 

建築年数Ⅰ 

30～34年 

昭和 60（1985）

年～平成元

（1989）年 

建築年数Ⅱ 

35～39年 

昭和 55（1980）

年～昭和 59

（1984）年 

建築年数Ⅲ 

40年～ 

～昭和 54

（1979）年 

計 

20戸未満 ５ ５ ９ 19 

20～60戸 

未満 
５ ５ ７ 17 

60～100戸 

未満 
４ ４ ６ 14 

100戸以上 ２ ４ ５ 11 

計 16 18 27 61 

 
 

２）東京都の「マンション実態調査」における渋谷区の状況 

東京都は、平成２３（2011）年８月に、都内の全ての分譲マンション及び賃貸マン

ションを対象とした「マンション実態調査」を実施しました。 

この「マンション実態調査」は、東京都が所有するマンションデータ、住宅地図デ

ータ、登記簿謄本等の資料により調査マンションを抽出し、アンケート調査及び現地

調査を実施しています。なお、現地調査については、アンケート調査において回答が

得られなかったマンションに対し、目視で確認できる項目（ピロティの有無、管理人

室の有無、階数等）を調査しています。 

この調査結果から、平成２３（2011）年８月１日の調査時点の都内のマンション数

は、分譲マンション※が５３，２１３棟、賃貸マンション※が７９，９７５棟、合計 

１３３，１８８棟となっています。 

調査結果から渋谷区分を抽出してみると、分譲マンションは２，５０６棟、賃貸マ

ンションは２，３９３棟、合計４，８９９棟となっています。 

これらの内訳をみると、建築年数に関わらず、区内の分譲マンションは総戸数２０

戸未満が１，２７０棟と最も多く、約５割を占めています。 

なお、最も建築が古い分譲マンションは昭和４５（1970）年に建設されており（建

築年数不明を除く）、築５０年を迎える住棟は１３７棟となっています。 

また、最も戸数が多い分譲マンションは、昭和５１（1976）年に建築された分譲マ

ンションで総戸数９３２戸（うち住宅以外の戸数１５９戸）となっています。 

 
  ※分譲マンション：３階建て以上で、２以上の区分所有者が存在し、人の居住の用に供する専有部分のあるもの

（マンション実態調査における定義） 

  ※賃貸マンション：３階建て以上で、個人・法人が所有し、賃貸借の用に供される住宅が２戸以上あるもの（マン

ション実態調査における定義） 
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【渋谷区抽出結果：分譲マンション（２，５０６棟）の戸数別・建築年数別集計表（棟）】 

戸数・ 
建築時期 

建築年数 
30年未満 
平成２
（1990）年
～ 

建築年数 
30～34年 
昭和 60
（1985）年
～平成元
（1989）年 

建築年数 
35～39年 
昭和 55
（1980）年
～昭和 59
（1984）年 

建築年数 
40年～ 
～昭和 54
（1979）年 

建築年数 
不明 計 

20戸未満 539 192 198 273 68 1,270 

20～60戸 
未満 

412 47 131 260 ８ 858 

60～100戸 
未満 

78 17 27 68 ２ 192 

100戸以上 28 ４ 11 36 ０ 79 

戸数不明 88 12 １ ３ ３ 101 

計 1,145 272 368 640 81 2,506 

出典：東京都マンションデータベース  

 

なお、実施されたアンケートは分譲マンションについては管理組合宛、賃貸マンシ

ョンについてはオーナー宛に送付され、マンション管理活動の状況等について集計・

分析がされています。 

このアンケート調査配布数（東京都全体）は、分譲マンションでは５３，２１３

棟、回答数は９，０７６棟、回答率は１７．１％となっています。このうち、渋谷区

分は分譲マンションでは１，３１７棟、回答数は３７５棟、回答率は２８．５％とな

っています。前述の渋谷区の分譲マンション棟数は２，５０６棟となっており、アン

ケート配布棟数（１，３１７棟）と差が生じていますが、これは「管理組合ポストが

ない」、「管理人等の拒否」などの理由によりアンケートが配布できなかった棟数を除

いているためです。 

渋谷区内の分譲マンションの管理体制の状況について調査結果をみると、「管理組合

がない」と回答した分譲マンションは８．８％となっています。 

また、管理組合の有無をマンション戸数別にみると、２０戸以下のマンションの約

２割は「管理組合がない」と回答しています。 
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〇外観目視判定基準 

文部科学省発行の「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」を参考に以下のと

おりとしました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

良好 劣化

【出典】 マンション実態調査結果（平成25年3月、東京都）

【管理組合の有無】 【管理組合の有無について戸数別の状況】
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〇外観目視調査結果 

①調査シート 

外観目視調査については調査シートを作成し、調査を実施しました。 

  

調査月日：　　　　　　／　　　　　　　

1 マンション名 □ 一覧表と異なる

2 マンション番号

3 マンション住所 □ 一覧表と異なる

4 形態 □ 単棟型 □

5 地上階数

□

□ 新耐震 □ 旧耐震 □ 確認不可

ごみ置き場 □ 有 □ 無 □ 目視確認不可

管理状況 □ 良 □ その他の状態（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 目視確認不可

8 集会室 □ 有 □ 無 □ 目視確認不可

9 管理事務所 □ 有（管理会社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 無 □ 目視確認不可

□ 住み込み □ 日勤 □ 巡回 □ 無

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 確認不可

11 エレベーター □ 有 □ 無 □ 目視確認不可

【駐車場】 □ 有（約　　　　　　　　　　台） □ 無 □ 目視確認不可

　管理状況 □ 良 □ その他の状態（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 目視確認不可

【駐輪場】 □ 有（約　　　　　　　　　　台） □ 無 □ 目視確認不可

　管理状況 □ 良 □ その他の状態（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 目視確認不可

　自転車シール □ 管理組合シール有 □ 無 □ 目視確認不可

【外壁】 □ 良 □ その他の状態（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 目視確認不可

　主な仕上げ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 外観評価

　汚れ □ 汚れ目立つ □ やや目立つ □ ほぼ無し □ A（良好） □ B（部分的な劣化）

　クラック □ 多数あり □ やや目立つ □ ほぼ無し □ C（広範な劣化） □ D（剥落・爆裂あり）

【エントランス】 □ 良 □ その他の状態（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　管理状況 □ エントランス無 □ 目視確認不可

　防犯に関する事項 □ オートロック有 □ オートロック無 □ 防犯カメラ有 □ 防犯カメラ無

□ 良 □ その他の状態（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 植栽無 □ 目視確認不可

17 管理状況 □ 良 □ その他の状態（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 目視確認不可

18 戸数 □ （　　　　　　戸） ※目視確認が困難な場合は外観から判断する。

19 管理組合用 □ 有 □ 無 □ 目視確認不可

20 管理事務所 □ 有（管理会社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 無

21 空室戸数 □ （　　　　　　戸） ※郵便受けの状況から居住者がいないと判断できた場合

22 非住宅の主な用途 □ 店舗 □ 事務所 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 建物全体 □ エントランス □ 定礎

□ 管理者情報（緊急時連絡先等） □ 掲示板等（※可能な場合）

●調査表の記載について

・　□がある項目については、チェックを行う。

・　（　　　　　）がある項目については、内容の記載を行う。

外観調査票
記入者名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　階）

6 建築年
（　　　　　　　年） 目視確認不可

調査内容

（渋谷区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

団地型（　　　　　　　棟）

調査項目

調査内容

7

12

13

郵便受け

16 植栽管理状況

写真撮影

10 管理員勤務体系

14

15
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②調査結果 

抽出した分譲マンションの外観目視調査の結果、大規模改修中や調査不可など６棟

は調査対象外となり、５５棟の調査を行いました。 

調査結果は、戸数別では２０戸未満のマンションではＣ及びＤ判定が多くなりまし

た。なお、２０戸未満のＣ判定のうち１棟は取り壊し予定となっていました。 

建築年数別では、築年数４０年以上のマンションでＢ判定以下が多くなりました。 

 

【外観目視調査結果：戸数別】 

戸数・判定 Ａ判定 Ｂ判定 Ｃ判定 Ｄ判定 計 

20戸未満 11 ４ ３ １ 19 

20～60戸 

未満 
11 ３ ０ ０ 14 

60～100戸 

未満 
10 ２ ０ ０ 12 

100戸以上 ８ ０ ２ ０ 10 

計 40 ９ ５ １ 55 

 

 

【外観目視調査結果：建築年数別】 

建築年数・判定 Ａ判定 Ｂ判定 Ｃ判定 Ｄ判定 計 

建築年数Ⅰ 

30～34年 

昭和 60（1985）

年～平成元

（1989）年 

14 ０ ０ ０ 14 

建築年数Ⅱ 

35～39年 

昭和 55（1980）

年～昭和 59

（1984）年 

15 １ １ ０ 17 

建築年数Ⅲ 

40年～ 

～昭和 54

（1979）年 

11 ８ ４ １ 24 

計 40 ９ ５ １ 55 
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３）ヒアリング結果 

外観目視調査を行った分譲マンション等においてヒアリングを実施し、その結果は

以下のとおりです。 

 

①ヒアリング実施件数 

・マンション管理士：１件 

 

・分譲マンション：５件 

  ⇒ 内訳：２０～６０戸未満・分類Ⅲ…２件 

      ６０～１００戸未満・分類Ⅱ…１件 

       ６０～１００戸未満・分類Ⅲ…１件 

       １００戸以上・分類Ⅲ…１件 
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②ヒアリング実施結果 

 

対象 調査結果の要点 

マンション管理士 

 渋谷区では、立地ポテンシャルの高さを背景に、ディベロッパー

から地主に向けてマンション建設の提案が多くなされてきた経緯

がある。このため、地主がその後も自主管理を行っているケース

が多く、現在、建替えが不可能になっているマンションも増えて

おり、この先スラム化を防ぐ手立てが必要になるだろう。 

 単独で建替えのできない小規模マンションが、周辺地区と連携し

て再開発を検討することも考えたい。周辺が狭小街区であれ

ば、それらと合わせて集約するといった都市計画の観点で、合

意形成から再生に至る仕組みを整備したい。 

紹介事例 

２６戸・昭和５５

（1980）年築 

 オーナーは大多数の持ち分を有していたため、それまでは一存

で管理できるものと誤解していたが、他の所有者も関与しないと

何も変えられないのが現状。そこで、重要事項に限って、持ち分

比率によらず頭数での議決権とした。 

 ・取組のきっかけは、建設後３０年を過ぎて修繕積立金が７００万

円しかない中、建物の問題が顕在化したこと。国土交通省の補

助制度がターニングポイントとなり、平成２８（2016）年に補助採

択し、平成３０（2018）年に修繕事業を実施することができた。 

３３戸・昭和４４

（1969）年築 

管理組合理事 

 管理組合・管理規約ともに「あり」総会年２回 出席率は８割程度 

 管理費・修繕積立金の滞納者及び長期修繕計画・大規模修繕

実施「あり」 

 管理上の課題として区分所有者の高齢化や修繕積立金の不足

がある。 

 建替えを検討したいが、住戸戸数や面積が減少するため難し

い。 

 施策の要望では容積率緩和や既存不適格住宅にも耐震等の助

成がある。 
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対象 調査結果の要点 

５８戸・昭和５２

（1977）年築 

管理組合理事長 

 管理組合「あり」 

 修繕積立金５，０００万程度しかない。最近ＥＶ取替を実施。 

 管理上の課題として都市計画地となっている。建替えや都市計画

に反対するものがおり、４/５の同意がとれない。行政の買取金では

足りない。区分所有者が高齢化している。 

 施策の要望では（行政への）売却の方向で一本化したいので、支援

してほしい。 

６６戸・昭和４３

（1968）年築 

区分所有者 

 管理組合・管理規約ともに「あり」総会年１回 出席率は３割程度 

 長期修繕計画・大規模修繕実施 ともに「あり」 

 管理上の課題としてマンション管理に関して所有者の関心や知識

が無い。（住戸専用部分も管理組合が管理していると思っている人

あり） 

 ・竣工後は建築会社の子会社が管理委託しているが、管理委託に

不備が出る。管理会社を広く募集するため管理組合内に専門委員

（区分所有者）選出。マンションリフォームコンサルのサポートを得

て一般募集、新たな委託業者選定を行った。 

７６戸・昭和５５

（1980）年築 

管理会社 

 管理組合・管理規約及び長期修繕計画・大規模修繕実施 「あり」 

 ・管理上の課題として区分所有者の高齢化や理事選任が困難 

１０１戸・昭和４７

（1972）年築 

管理組合副理事

長 

 管理組合・管理規約ともに「あり」 総会は１月実施 

 修繕積立金が２，０００万円程しかない。 

 管理上の課題として賃貸、法人、外国人等多岐に渡っており住まい

としての管理について合意形成が難しい。区分所有者の高齢化や

修繕積立金の不足がある。 

 耐震診断したが、耐震不足との結果、しかし今後の管理について合

意形成とれない。 

 施策の要望では、耐震化については費用のほぼ全てを助成してほ

しい。 
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③ヒアリングシート 
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４）調査のまとめ 

「分譲マンションの管理に関する実態調査」のまとめとして、①は住宅・土地統計

調査などから把握できるもの、②は実際のヒアリング結果から分譲マンション管理者

などの関係者の問題意識について、③はヒアリングの中で課題や解決策が出されたも

のをまとめ、最後に調査結果の④まとめとして３つの項目で整理しました。 

高経年マンションでは、管理組合だけでは担い手不足等から管理不全に陥り、官民

協働による支援体制の整備が急務となっています。 
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項目 調査結果の要点 

①統計等に

よ る現状

把握 

 建設年次が古いほど世帯主が高齢化。（管理不全の恐れ、特定の

者に負担偏重） 

 建設年次が古いほど空き家戸数が増加。（資産価値低下の恐れ、防

災・防犯面の困難性） 

②関係者の

問題意識 

 住宅と事務所の混在、オーナー不在と賃貸化、外国人の増加が進

み、合意形成が困難。 

 分譲マンション老朽化による問題が顕在化しても、修繕積立金が無

いケース。（高額を要する耐震改修やエレベーターの改修（新設）が

後回しになる。） 

 居住者の高齢化が進み、役員のなり手がいないケース。（自主管理

も資金確保も困難。） 

 入居者の賃貸比率が高い、もしくは建物構造に問題を抱えるケー

ス。（管理会社が請け負うスケールメリットも無く、自主管理にならざ

るを得ない。） 

 かつてディベロッパーによる等価交換で建設した老朽化分譲マンショ

ンのケース。（建設時オーナーの高齢化等による、担い手の不在、

管理ノウハウ不足、建替え困難化。） 

③課題や解

決策など

の提案 

 単独で建替えできない小規模分譲マンションについて、周辺街区と

連携した再開発の検討。（合意形成から再生に至る仕組みの整備） 

 分譲マンション管理に関する意識の啓発、気運の醸成。 

 （問題解決が難しい場合における専門家の派遣、また、それを支え

るマンション管理士会と行政による連携体制） 

④まとめ 

 住宅と事務所の混在、オーナー不在と賃貸化等の状況がふくそう

し、分譲マンション管理が容易でない。 

 老朽化した分譲マンションの多くが、管理担い手や積立金の不足か

ら管理不全に陥りつつある。 

 分譲マンション再生に向けた官民協働による支援体制や推進制度

等の整備が急務である。 
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見直し後の観測指標の５年間の推移 

【基本方針１】ライフステージの変化に応じて多世代で 

共生できる多様な住まいづくり 

 

【基本方針１】における観測指標  

区民意識調査「区の施策の充実度（子育て支援）」：充実していると回答した人の割合 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

７４．０％ ７４．０％ ７４．９％ ７１．６％ ７３．８％ 

出典：区民意識調査 

 

最低居住面積水準に満たない（子育て）世帯の割合 
 

 令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

全世帯 － － － １５．５％ － 

子育て世帯 － － － ６．９％ － 

参考 平成 30（2018）年住宅・土地統計調査：12.5%(全世帯)、6.3%(子育て世帯) 

出典：住宅・土地統計調査 

 

子育て世帯における最寄りの公園までの距離が 500ｍ以内の世帯の割合 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

－ － － ９７．０％ － 

参考 平成 30（2018）年住宅・土地統計調査：99.7% 

出典：住宅・土地統計調査 

 

親族のみの世帯に対する三世代世帯の割合（５年毎） 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

２．２％ － － － － 

参考 平成 27（2015）年国勢調査：3.0% 

出典：国勢調査 
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区民意識調査「これからも区に住み続けたいと思うか」 

：ずっと住み続けたい・できれば住み続けたいと回答した人の割合 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

９４．５％ ９５．２％ ９５．８％ ９５．１％ ９４．７％ 

出典：区民意識調査 

 

区民意識調査「転出意向理由（現在の住宅が狭い、家賃・地代が高い等）」 
 

 令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 
現在の住宅 
が狭い １０．７％ １１．４％ １０．５％ ７．９％ １１．３％ 

家賃・地代が
高い ２１．３％ ２０．３％ １３．２％ １７．５％ ２３．１％ 

住まい周辺の
環境が悪く 
なってきた 

１１．５％ １７．３％ １７．１％ ２２．６％ ２１．６％ 

子どもの 
教育環境が 
悪いから 

７．４％ ８．９％ ５．３％ ７．９％ ４．１％ 

他の区市町村
に住んでいる
親族と同居 
するため 

２．５％ ２．５％ ２．６％ ０．６％ １．３％ 

出典：区民意識調査 
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【基本方針２】民間賃貸住宅等を活用した住宅確保要配慮者への居住支援 

 

【基本方針２】における観測指標  

区民意識調査「区の施策の充実度（高齢者施策）」：充実していると回答した人の割合 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

６７．４％ ６７．５％ ６８．８％ ６５．３％ ６６．２％ 

出典：区民意識調査 

 

区民意識調査「区の施策の充実度（障がい者支援）」：充実していると回答した人の割合 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

６３．９％ ６０．０％ ６２．８％ ５９．７％ ６３．２％ 

出典：区民意識調査 

 

一定のバリアフリー化率（５年毎）（持ち家/借家） 
 

 令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

持ち家 － － － ４８．７％ － 

借家 － － － ２２．７％ － 

参考 平成 30（2018）年住宅・土地統計調査：49.5%(持ち家)、26.4%(借家) 

出典：住宅・土地統計調査 

 

高齢者のための設備がある住宅の割合（持ち家/借家） 
 

 令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

持ち家 － － － ６９．９％ － 

借家 － － － ４１．６％ － 

参考 平成 30 年住宅・土地統計調査：65.8%(持ち家)、34.6%(借家) 

出典：住宅・土地統計調査 
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【基本方針３】良質な住宅ストックの形成による 

サステナブルな住まいづくりの推進 

 

【基本方針３】における観測指標  

全部又は一部の窓に二重サッシ又は複層ガラスの窓を使用している住宅の割合（５年毎） 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

－ － － ２４．３％ － 

参考 平成 30 年住宅・土地統計調査：21.3% 

出典：住宅・土地統計調査 
 

二酸化炭素排出量（民生家庭部門） 
 

令和２（2020）

年度 

令和３（2021）

年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

４２４千 t－CO２ ４３６千 t－CO２ ４１８千 t-CO２ － － 

出典：しぶやの環境 
 

エネルギー消費量（民生家庭部門） 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

４，７６０TJ ４，８８２TJ ４，６５３TJ － － 

出典：しぶやの環境 
 

増改築・改修工事を行った住宅の割合 

（調査時点から見て過去５年間に工事が行われた住宅） 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

－ － － １８．７％ － 

参考 平成 30 年住宅・土地統計調査：20.9% 

出典：住宅・土地統計調査 
 

住宅取得における中古住宅購入の割合 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

－ － － ３０．４％ － 

参考 平成 30 年住宅・土地統計調査：30.2% 

出典：住宅・土地統計調査  
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【基本方針４】地域の資源としての空家等の有効活用と予防・適正管理 

 

【基本方針４】における観測指標  

空家等陳情件数（うち改善件数） 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

３６件(２件) ３９件(６件) ４４件(11件) ４９件(８件) ５２件(38件) 

出典：住宅政策課資料 

 

管理が不十分な空家等の件数 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

－ － １４２件 － － 

参考 平成 29 年調査：190 件 

※5 年に一度の実態調査にて把握した空家等のうち、老朽度判定が C・D・D´判定の空家等 

出典：住宅政策課資料 

 

特定空家等及び管理不全空家等判断件数（うち改善件数） 
 

 令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

特定空家等 ０件(０件) ０件(０件) ０件(０件) １件(０件) ０件(０件) 

管理不全空家等 － － － ０件(０件) ０件(０件) 

出典：住宅政策課資料 
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【基本方針５】分譲マンションの老朽化対策と適正管理の推進 

 

【基本方針５】における観測指標  

マンション再生事業・マンション等売却事業・マンション除却事業件数 

（認可した組合の設立認可日を基準とする） 
 

 令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

再生事業※１ １件 １件 ０件 ３件 １件 

売却事業※２ ０件 ０件 ０件 ０件 １件 

除却事業 － － － － － 

※１ 令和６年度以前は「マンション建替事業」の件数を計上 

※２ 令和６年度以前は「マンション敷地売却事業」の件数を計上 

出典：住宅政策課資料 

 

長期修繕計画のないマンションの割合 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

－ － － － ３０．７％ 

出典：住宅政策課資料 

 

管理不全の兆候のあるマンション数 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

５５件 １０８件 １２２件 １２２件 １０５件 

出典：住宅政策課資料 
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【基本方針６】地震や水害等の災害や犯罪等に強い住宅・住環境の整備 

 

【基本方針６】における観測指標  

木造住宅密集地域における不燃領域率 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

６７．０％ ６７．６％ ６８．２％ ６９．１% － 

出典：木密・耐震整備課資料 

 

渋谷区内の耐震化率（戸建住宅・共同住宅）（５年毎） 
 

 令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 
戸建住宅 
（木造） ８３．６％ － － － － 

戸建住宅 
（非木造） ８９．１％ － － － － 

共同住宅 
（木造） ８８．９％ － － － － 

共同住宅 
（非木造） ９６．３％ － － － － 

出典：木密・耐震整備課資料 

 

区民意識調査「施策充実度（防災・避難所）」：充実していると回答した人の割合 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

６９．０％ ６８．６％ ６６．９％ ６８．６％ ６７．２％ 

※令和５年度以前は「施策充実度（防災対策・避難場所）」の結果を示す 

出典：区民意識調査 

 

防災備蓄倉庫の設置状況 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

４３箇所 ４３箇所 ４３箇所 ４３箇所 ４３箇所 

出典：防災課資料 
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区民意識調査「施策充実度（まちの安全・安心確保）」 

：充実していると回答した人の割合 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

５５．６％ ５４．０％ ５５．４％ ５５．０％ ６１．７％ 

※令和５年度以前は「施策充実度（防犯・風紀対策）」の結果を示す 

出典：区民意識調査 

 

侵入窃盗発生件数 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

７５件 ６６件 １１０件 ６２件 １０９件 

出典：区内警察署資料 
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【基本方針７】地域の特性を活かしてマネジメントできる 

居住者コミュニティの形成 

 

【基本方針７】における観測指標  

区民意識調査「町会・自治会加入の有無」：加入していると回答した人の割合 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

３７．９％ － － ３６．７％ ３２．９％ 

※令和３年度～令和４年度の調査では、「町会・自治会加入の有無」についての設問なし 

出典：区民意識調査 

 

区民意識調査「渋谷のイメージ（地域コミュニティへの参加意欲が高い）」 

：あてはまると回答した人の割合 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

－ ６．７％ ８．４％ ７．６％ ９．４％ 

※令和２年度の調査では、「渋谷のイメージ」についての設問なし 

出典：区民意識調査 

 

区内総人口に占める外国人住民の割合 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

－ ３．６％ － － － 

参考 平成 27（2015）年国勢調査：3.2% 

出典：国勢調査 

 

【基本理念】  

 

【基本理念】における観測指標 

行政手続きのオンライン化カバー率 
 

令和２

（2020）年度 

令和３

（2021）年度 

令和４

（2022）年度 

令和５

（2023）年度 

令和６

（2024）年度 

－ － － ８９．２９％ ８９．２９％ 

出典：デジタルサービス課資料 
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用語 解説 

【ア行】 

ＩｏＴ Internet of Things の略である。インターネットに

接続されていなかった多くの物理的な「モノ」に、

センサーや電子デバイスを埋め込んでインター

ネットに接続することで、それらの「モノ」がデ

ータや情報をやりとりすることが可能になる。 

ICT Information and Communication Technology の略

である。通信技術を使って人とインターネット、

人と人が繋がる技術のこと。 

空家等 建築物又はこれに付属する工作物であって居住

その他の使用がなされていないことが常態であ

るもの及びその敷地（立木その他の土地に定着す

る物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共

団体が所有し、又は管理するものを除く。（空家

等対策の推進に関する特別措置法第２条第１項） 

空家等対策計画 管理が不十分な空家等の発生抑制、管理適正化及

び利活用のための施策を総合的かつ計画的に実

施していくことを通じて、区民の安全・安心な暮

らしと魅力あふれるまちづくりに寄与すること

を目的とした計画。 

アクセシビリティ 利用しやすさや交通の便のよさを指す。 

アフォーダブル住宅 子育て世帯などが手ごろな家賃で暮らせる住宅

のこと。住宅価格の上昇や家賃の高止まりを受

け、子育て世帯などが安心して暮らせる住環境を

整備するため、東京都は 2026 年度以降から相場

より安い家賃で入居できるアフォーダブル住宅

の供給を計画している。 
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インクルージョン 「包括・包含」と訳される言葉で、組織内にいる

誰もが「その組織に受け入れられ、認められてい

ると実感できる状態」を指す。なお、渋谷区では

「多様性をエネルギーへと変えていくこと」とし

て用いている。 

SDGs（持続可能な開発目標） Sustainable Development Goals の略である。平成 

27 年９月の国連サミットで採択された「持続可

能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載さ

れた 2030 年までに持続可能でよりよい世界を

目指す国際目標である。17 のゴール・169 のタ

ーゲットから構成される。持続可能な都市の目標

として「11．住み続けられるまちづくりを」があ

る。 

エネルギー管理システム 

（ＨＥＭＳ / ＢＥＭＳ） 

電力使用量の可視化、節電機器や蓄電機器の制御

等を行うシステム。 

【カ行】 

管理不全空家等 適切な管理が行われていないことにより、そのま

ま放置すれば特定空家等に該当することとなる

恐れのある状態にあると認められる空家等のこ

と。（空家等対策の推進に関する特別措置法第 13

条第１項） 

狭あい道路 建築基準法第 42条第２項で規定されている道路

など、幅員を４ｍに拡幅する必要がある４ｍ未満

の道路。 

居住支援協議会（住宅確保要 

配慮者居住支援協議会） 

住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅等に円滑に入

居できるよう支援するために、渋谷区や不動産関

係団体、社会福祉協議会、居住に係る支援を行う

団体等が、必要な支援や措置等について協議する

組織のこと。（住宅確保用配慮者に対する賃貸住

宅の供給の促進に関する法律第 81 条） 
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区営住宅 公営住宅法に基づき、区（地方公共団体）が国か

ら補助を受けて、住宅に困窮する低所得者等に対

し、低廉な家賃で賃貸することを目的として供

給・管理される住宅。また、公営住宅法に基づき、

都が管理している住宅を都営住宅という。 

区民住宅 中堅所得世帯を対象とした区の住宅で、特定優良

賃貸住宅供給促進事業により区が建設した住宅

や、区が購入するなどした住宅で区が管理する住

宅。 

グリーンインフラストラクチャー

（グリーンインフラ） 

土地利用において自然環境の有する防災や水質

浄化等の機能を人工的なインフラの代替手段や

補足の手段として有効に活用し、自然環境、経済、

社会にとって有益な対策を社会資本整備の一環

として進めようという考え方。欧米では、洪水や

下水処理の包括的な対策として、屋上緑化、透水

性舗装、緑地や湿地の確保といった取り組みを進

めている例が見られる。 

グループホーム 共同生活を営みながら必要に応じて、スタッフか

らの食事や日常生活のサポートや相談を受けら

れる場所。 

公営住宅等長寿命化計画 既存の公営住宅等の長寿命化を図るため、維持管

理や耐久性向上に向けた耐震改修や設備更新等

を計画的に実施することを定めた、地方公共団体

ごとに策定する計画。 

コレクティブハウス / 

コレクティブハウジング 

入居者の個室のほか、共用のダイニングキッチン

等の交流スペースがあり、家事などを助け合いな

がら生活する集合住宅のこと。高齢者や単身者、

子どもがいる共働き夫婦など様々な世帯が、それ

ぞれ自分たちの出せる労力や資力を持ち寄るこ

とで、個人の家事負担を分かち合い、豊かな人間

関係を築くこと等を目的としている。 

コワーキングスペース 異なる職業や仕事を持った人たちが同じ場に集

まり、作業場をシェアする仕組み。 
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【サ行】 

サービスアパートメント ホテルと賃貸マンションの中間的な機能を有し

た住居。家具設備が備え付けられているほか、コ

ンシェルジュの常駐などホテルのようなサービ

スが受けられる。一方、ホテルとは違いキッチン

で自炊ができ、洗濯も自室でできる。なお、形態

や機能等によっては、旅館業法の適用を受ける場

合がある。 

サービス付き高齢者向け住宅 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき

登録を受けた住宅で、バリアフリー構造等を有

し、職員が日中常駐するとともに、生活相談・安

否確認サービスが提供される住宅。 

サステナブル 「持続することができる」という意味の言葉。渋

谷区基本構想においては、「渋谷区に関わる人々

の人生の豊かさを、永続的に続いてゆくものにす

るために大切にする視点」としている。 

シェアハウス 入居者がそれぞれ独立した個室を有し、トイレ、

浴室等を共同で利用することを前提とした住居

であって、１つの建物を複数人で共同利用して生

活する居住形態の住宅または集合住宅のことを

いう。 

渋谷区住宅政策協議会 空家等対策計画の変更及び実施に関する協議や

住宅政策に関する協議及び意見交換を行う。学識

経験者・関係行政機関職員・地域住民等が委員と

なっている。 

渋谷区 

まちづくりマスタープラン 

「渋谷区におけるまちづくりの基本方針」である

と同時に、法定の「都市計画マスタープラン」（区

市町村の都市計画に関する基本的な方針、都市計

画法第１８条の２）の性格を併せ持つもの。 

住生活基本計画 住生活基本法に基づき、国民の住生活の安定の確

保及び向上の促進に関する基本的な計画として

策定されている計画。 

国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関

する目標や基本的な施策などを定め、目標を達成

するために必要な措置を講ずるよう努めること

とされている。 
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用語 解説 

住生活基本法 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施

策を推進し、国民生活の安定向上と社会福祉の増

進を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与

することを目的として平成１８年６月に施行さ

れた法律。この法律では、基本理念、基本的施策、

住生活基本計画その他の基本となる事項を定め

ている。 

住宅ストック 一般的にストック（Stock）とは、ある時点にお

いて蓄積されている量のことをいう。住宅ストッ

クとは、これまで供給されてきた住宅のうち現存

する住宅を指し、その総量は総世帯数を超えて増

えており、住み手不在の余剰ストックは空き室や

空き家という形で顕在化している。我が国のこれ

までの住宅事情においては、新築重視による住宅

供給が長く続いてきたが、今後は既存住宅（中古

住宅など）の改善などによって有効活用がなされ

るよう住宅市場を活性化していくことが望まれ

ている。 

住宅セーフティネット法 

（住宅確保要配慮者に対する賃貸 

住宅の供給の促進に関する法律） 

高齢者、低額所得者、障害者などの住宅確保要配

慮者を含めた誰もが、安心して賃貸住宅に居住で

きる仕組みを作ることを目的とした法律。民間の

空き家・空き室を活用し、住宅確保要配慮者が入

居しやすい賃貸住宅の供給促進を図ると共に、残

置物処理の仕組み作りなど賃貸人にも配慮した

法律となっている。 

住宅・土地統計調査 総務省統計局が行っている住宅及び居住状況の

実態の把握を目的とし、昭和２３年より５年ごと

に実施されている調査。平成１０年から、調査内

容に土地に関する項目が加えられ、調査の名称が

住宅統計調査から住宅・土地統計調査に変更され

ている。 

職住近接 働く場所と住む場所の距離が近い状態のこと。通

勤時間の短縮により、一日の時間の使い方に余裕

が生まれるというメリットがある。 

 

  



 

134 

渋谷区住宅マスタープラン（しぶや多様・快適・安心すまいプラン）資料編 

用 
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用語 解説 

職住融合 「住む」と「働く」を兼ね備えること。コロナ禍

でテレワークが普及したことにより、自宅で働く

職住融合の住まい方が広がった。 

通勤時間が無くなるなどのメリットがある一方

で、自宅にワークスペースを確保することが難し

い場合もある。また、ワークスペースを集合住宅

の共用部に設けるケースもある。 

シルバーピア制度 東京都又は都内の市区町村が運営する高齢者集

合住宅のこと。シルバーピアでは手すりや緊急通

報装置の設置やワーデンと呼ばれる生活協力員

が入居者の安否確認に加え、相談や緊急時対応を

行う。 

スタートアップ企業 スタートアップは「行動を開始する」等を意味す

る。新しいビジネスを開始し、社会に価値をもた

らすことを目的とする企業を指すことが多い。 

スマートウェルネス住宅等 

推進事業 

国土交通省の事業で、高齢者、障がい者、子育て

世帯等多様な世帯が安心して健康に暮らすこと

ができる住環境（スマートウェルネス）を実現す

るために、各種施設の整備及び先導的取組を支援

する事業。 

スマートハウス 家電や住宅設備機器等をＩｏＴ等で接続し、最適

制御を行う（エネルギー制御システム等）ことで、

家電、太陽光発電、蓄電池等を一元的に管理する

住宅。主には創エネ、省エネ、蓄エネ型住宅を指

す。 

３R Reduce・Reuse・Recycle の３つの総称である。 

① Reduce は、製品をつくる時に使う資源の量

を少なくすることや廃棄物の発生を少なく

すること。 

② Reuse は、使用済製品やその部品等を繰り返

し使用すること。 

③ Recycle は、廃棄物等を原材料やエネルギー

源として有効利用すること。 
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セーフティネット（住宅） セーフティネットとは「安全網」を意味し、網の

目のように救済策を張ることで、安全や安心を提

供する仕組みをいう。住宅市場においては、自力

で住宅を確保することが困難な人々が、それぞれ

の所得、家族構成、身体の状況等に応じた住宅の

確保を支援する制度や対策のこと。 

ＺＥＨ / ＺＥＢ NetZero Energy House および NetZero Energy 

Building の略である。建物で１年間に消費する一

次エネルギー量（化石燃料、ウラン、太陽光など

自然界に存在する状態のエネルギー）量の収支

が、正味ゼロもしくはマイナスになる住宅 

（ＺＥＨ）、非住宅（ＺＥＢ）のこと。 

【タ行】 

耐震基準 昭和５６年６月に導入された耐震基準では、最低

限遵守する基準として、中規模な地震に対して

は、建築物の構造体には被害が生じないこと、極

めてまれに発生する大規模な地震に対しては、建

築物の倒壊などの大きな被害が生じないことを

目的として定められている。昭和５６年６月以前

に建築された旧耐震基準の建築物は、耐震診断を

行い、耐震改修等の対策を講じることが推進され

ている。 

ダイバーシティ 人種、性別、年齢、障害の有無などを問わず、多

様な人々を受け入れ、互いの「ちがい」を受容す

ること。 

地区計画 地区の課題や特徴を踏まえ、住民と区市町村とが

連携しながら、地区の目指すべき将来像を設定

し、その実現に向けて都市計画に位置付けて「ま

ちづくり」を推進していく手法。 

長期優良住宅化リフォーム 

推進事業 

国土交通省が実施している事業で、既存住宅の性

能向上や子育てしやすい環境等に資する優良な

リフォームをした際の費用を補助する事業。 
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ＤＸ Digital Transformation の略である。デジタル技術

を用いて、人々の生活をより良いものに変革する

こと。 

低炭素建築物新築等計画 低炭素化のための建築物の新築などをしようと

する建築主は、低炭素建築物新築等計画を作成

し、審査機関の技術的審査による適合証を添付し

て渋谷区長（延べ面積が１万平方メートルを超え

る場合は東京都知事）に認定を申請することがで

きます。 

低炭素建築物の認定を受けることにより、所得税

と登録免許税の減税や容積率の緩和などが受け

られます。 

特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と

なるおそれのある状態又は著しく衛生上有害と

なるおそれのある状態、適切な管理が行われてい

ないことにより著しく景観を損なっている状態、

その他周辺の生活環境の保全を図るために放置

することが不適切である状態にあると認められ

る空家等をいう。（空家等対策の推進に関する特

別措置法第２条第２項） 

都市型軽費老人ホーム 都市型軽費老人ホームとは、身体機能の低下等に

よりひとり暮らしを続けることが不安な方など

を対象とし、困ったときには支援を受けられる

「ケア付きすまい」が必要であるとの東京都の 

提言を契機に平成２２年度に創設された高齢者

施設。 

【ナ行】 

（渋谷区子育て）ネウボラ 「出会う、集う、語る、つながる。」「地域みん

なで子どもを育てる。」をコンセプトとした子育

て拠点施設のこと。不安なく少しでも喜びの多い

子育てができるよう、妊娠期から１８歳になるま

での全ての子どもとそのご家族をサポートする。 
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【ハ行】 

ハザードマップ 一般的に自然災害による被害の軽減や防犯対策

に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避

難経路などの防災関係施設の位置などを表示し

た地図。 

パブリックスペース 公共の空間。誰もが自由に出入りできる場所。 

バリアフリー化（住宅） 加齢に伴う身体機能の低下や障がいの有無など

に関わらず、日常生活を支障なく送ることができ

るよう、玄関や敷居の段差の解消、階段・トイレ・

浴室等への手すりの設置、車いすが通行可能な廊

下等の幅の確保、設備等の操作性の改善などによ

り、高齢者や障がい者等の日常の生活行動の制約

や障壁を取り除くこと。 

【マ行】 

マッチング 種類の異なったものを組み合わせること。本プラ

ンでは、空家等の所有者等と利活用希望者のマッ

チングを指す。 

マネジメント 様々な資源を活用して組織をまとめる活動のこ

と。 

マルシェ フランス語で市場を指す。共有スペースに売店を

出店することにより近隣住民間の交流につなげ

る。 

マンション管理士 「マンションの管理の適正化の推進に関する法

律」に基づく国家資格。管理組合の運営や管理規

約の改正、大規模修繕工事などマンションの管理

に関する様々な問題に対して、専門的な知識や経

験を通じて解決の支援を行う。 

マンション管理状況届出制度 「東京におけるマンションの適正な管理の促進

に関する条例」で規定する要届出マンション（昭

和５８年１２月３１日以前に新築されたマンシ

ョンのうち、人の居住の用に供する独立部分の数

が６以上であるもの）等の管理組合は、その管理

状況に関し、マンションの適正な管理の促進に必

要なものとして都規則で定める事項を届け出な

ければならない。 
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木造住宅密集地域 震災時に延焼被害のおそれのある老朽木造住宅

が密集している地域として、老朽木造建築物棟数

率３０％以上かつ、住宅戸数密度５５世帯/ha 以

上かつ、補正不燃領域率６０％未満の地域を指

す。 

【ラ行】 

ライフステージ 人生をいくつかの期間に分けたときの一つひと

つの期間のことで、例えば人間の一生では幼年

期・児童期・青年期・壮年期・老年期などのそれ

ぞれの段階を指す。住まいとの関わりでライフス

テージをみた場合、若年単身世帯、子育て世帯、

高齢夫婦世帯、高齢単身世帯、三世代居住世帯と

いった家族構成の変化に応じた各段階に分けら

れる。 

リノベーション 既存住宅に対して、機能・価値の再生のための改

修、その家での暮らし全体に対処した、包括的な

改修を行うこと。 

【ワ行】 

ワンルームマンション 平成１５年１月に施行、平成２４年３月に改定さ

れた「渋谷区ワンルームマンション等建築物の建

築に係る住環境の整備に関する条例」では、以下

のすべてに該当する共同住宅又は寄宿舎等をワ

ンルームマンションとして定義している。 

① 地階を除く階数が３以上又は居室を有する

階数が３以上のもの。 

② 専用面積が３３㎡未満の住戸（寄宿舎等の住

室を含む。）の数が 15 戸以上のもの。 

③ 専用面積３３㎡未満の住戸の数が総戸数の

３分の１以上のもの。 
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